


　本市は、東北地方のほぼ中央に位置し、高速道路と新幹線の高
速交通網も備わり、恵まれた立地条件にあります。一方で、人口
は減少を続けており、今後様々な分野に影響を及ぼすものと予想
されます。最大の課題は人口減少であり、「人口が減る」ことによ
るダメージを少なくするとともに、地域の活力を高める施策を展
開してまいりたいと考えております。
　
　地域の活力を維持していくためには、まず「仕事」です。
　本計画は、工業を取り巻く環境が急速、急激に変化する中で、

市民の雇用の場を創出し、市民所得の向上と、地域を活性化するため、本市における工業の目
指すべき方向性を明らかにし、独創性のある工業振興施策を展開するために策定いたしました。

　工業にとどまらず社会全体において、デジタル技術やデータの活用により、企業の生産性の
向上や人々の暮らしが便利になるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の取組が進めら
れております。今後、全国的にＩＴ技術者などの確保・育成が課題となることから、本計画では、
ＤＸを担うデジタル人財の確保・育成を基本方針に掲げ、生産現場の人材不足解消と若者等の
地元定着に取り組むこととしております。

　本計画の推進により、一関市総合計画に掲げる将来像「みつけよう育てよう　郷土の宝　い
のち輝く一関」及び本計画の基本理念である「人と地域をみがき 創造性豊かな ものづくり」
の実現を目指してまいります。

　本市の工業振興のためには、市民や企業の皆様、学術研究機関、産業支援機関、商工関係団体、
金融機関などの関係機関・団体の皆様との協力、連携が不可欠であると考えております。

　この計画の着実な推進に向けて努力してまいりますので、皆様のより一層の参画とご協力を
賜りますようお願い申し上げます。

　最後に、この計画の策定にあたりご尽力をいただきました工業振興計画策定委員会委員やワー
キンググループメンバーの皆様をはじめ、企業アンケートなどを通じ貴重なご意見、ご提案を
賜りました多くの皆様に、心より御礼を申し上げます。

　令和４年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　一関市長　　佐　藤　善　仁
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人財・・・「人財」は当て字で本来は「人材」となりますが、企業にとって従業員は宝であり他の人に
は代えがたい人という意味を込めて、また、企業の人材は地域の財産であるという意味を込めて、一関
市工業振興計画（令和４年度～令和８年度）では「人財」と表現します。英語では「人材」は「human 
resource」で、「人財」は「human capital」にあたる概念となります。なお、国や岩手県、関係機
関等の計画や一関市工業振興計画（平成 29 年度～令和３年度）の文章から引用しているもの、及び
推進事業の事業名については「人材」と表記します。



　製造業を中心とする工業を取り巻く環境は、Society5.0*やＤＸ（デジタルトランスフォーメーショ
ン）*の推進、ＳＤＧｓの達成に向けた取組、人口減少と少子高齢化の進行など、社会経済の環境が急
激、急速に変化しています。
　こうした環境の変化は、市内企業の大部分を占めている中小企業に特に大きな影響をもたらしてお
り、企業単独で対応するのが難しい状況となっています。企業が抱える様々な課題に対応し、工業振
興と地域経済を活性化させていくためには、関係機関が今まで以上に連携・協働し、環境の変化に柔
軟に対応した施策を展開することで、より競争力のある産業を振興していく必要があります。
　このような中、「一関市工業振興計画」は、市民の雇用の場を創出し、市民所得の向上と、地域を活
性化するため、本市における工業の目指すべき方向性を明らかにし、地域の特性や資源を生かした独
創性のある工業振興施策を展開することを目的に策定するものです。

Society5.0……サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と　
社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）であり、狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、
工業社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）に続く新たな社会を指すもの。

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）……デジタル技術やデータを駆使して、作業の一部にとどまらず社会や暮らし全
体がより便利になるよう変革していく取組のこと。

　本計画は、「一関市総合計画後期基本計画」を上位計画とする工業分野における具体的な計画
であり、産学官金や関係機関が連携・協働し、本市の工業振興を推進するための基本的な指針
となるものです。
　上位計画との整合を図りつつ、工業振興の方向性と施策を明らかにし、社会動向に即応した
施策・事業の展開を図っていきます。

●　本市では、平成28年度から令和７年度の10年間を計画期間とする一関市総合計画を策定し、基本
構想に「みつけよう育てよう　郷土の宝　いのち輝く一関」を将来像として掲げました。この実現を図
るため、平成28年度を始期とする前期５か年の中長期的な施策の展開方法を体系的に示す「前期基
本計画」が策定されたことに併せて、平成29年度～令和３年度の「一関市工業振興計画」を策定し、
各種施策を展開してきました。

●　令和２年度に「前期基本計画」の計画期間が終了することにより、これまでの取組の成果や課題を
踏まえ、今後の新たなまちづくりの取組を具体化するため令和３年度から令和７年度までの５か年を
計画期間とする「後期基本計画」が策定されたことから、令和４年度を始期とする「一関市工業振興
計画」を策定しました。

●　策定にあたっては、社会経済の環境変化や、市内の企業が抱える課題などを踏まえ、継続的あるい
は重点的に取り組むべき施策について、展開方法や推進方策を定めました。

策定の目的1

計画の位置付け2
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計画策定の趣旨計画策定の趣旨
第 章１



一関市工業振興計画
（令和４年度～令和８年度）

計画期間　５か年

計画の期間3
　本計画の期間は、令和４年度（2022年度）からとし、令和８年度（2026年度）までの５か年計画と
します。

重点プロジェクト……一関市総合計画基本構想を実現するために掲げた「まち・ひと・しごとの創生」「ＩＬＣを基軸とした
まちづくり」「東日本大震災からの復旧復興」の３つのプロジェクトのこと。

分野別計画……一関市総合計画基本構想を実現するために掲げたまちづくりの目標を実現するため、工業、商業、観光な
ど施策項目ごとの計画のこと。

いわて県民計画
（2019～2028）

第１期アクションプラン
北上川流域地域産業活性化基本計画

上位計画との関係

（平成28年度～令和７年度）
平成27年３月　議決

「みつけよう育てよう「みつけよう育てよう
郷土の宝　いのち輝く一関」郷土の宝　いのち輝く一関」

一関市総合計画 後期基本計画
（令和３年度～令和７年度）

令和２年12月　議決

一関市総合計画実施計画
（３か年　毎年度見直し）

重点プロジェクト＊ 分野別計画＊

中期政策
（2019年度～2021年度）

工業の振興・地域経済の活性化

第２期 一関市まち・ひと・
しごと創生総合戦略

（令和３年度～令和７年度）
計画期間　５か年

毎年度予算への反映毎年度予算への反映
企業・団体・行政等による各種事業への取組企業・団体・行政等による各種事業への取組

参 考

経済産業省  東北経済産業局

岩手県

関連する計画等
一関市総合計画 基本構想

2

一関市工業振興計画（令和4年度～令和8年度）
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　日本経済は、高度経済成長期を経て、右肩上がりの成長を続けてきましたが、バブル崩壊以降は長
期にわたり経済が停滞しました。平成14年（2002年）からは世界経済の回復により、日本経済も戦後
最長の景気回復期間を記録したものの、平成19年（2007年）からは米国の金融危機に端を発した世
界同時不況、円高の進行、平成23（2011年）年に発生した東日本大震災などにより再び景気後退に入
りました。
　その後、国の経済対策などによる取組の下、雇用・所得環境は改善に向かうとともに、企業収益は
過去最高水準まで上昇し、加えて、原油価格の下落なども相まって、日本経済は、平成24年（2012
年）を底に緩やかに景気回復基調が続いてきましたが、令和元年（2019年）12月に新型コロナウイル
ス感染症（ＣＯＶＩＤ－19）の発生が報告されて以来、世界各地で急速に感染が拡大し、世界経済に
も大きな影響を与えています。

　日本の将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所：平成29年推計）では、今後、一層少子高齢
化と人口減少が進み、2065年には8,808万人になる見通しです。それに合わせて人口構造も変化し、総
人口に占める割合は、年少人口（０～14歳）が10.2%（898万人）、生産年齢人口（15～64歳）が51.4%
（4,529万人）、老年人口（65歳以上）が38.4%（3,381万人）になると見込まれています。このような人
口構造の変化に伴い、労働力人口の減少や社会経済の持続的発展への影響が懸念されています。

　多種多様なデータをＡＩ＊で分析し、最適な情報を導き出し、人の代わりにロボットに自動処理させ
るなど、デジタル技術の活用による効率化や人手不足の解消が期待されます。
　また、大容量の情報を高速で送受信できる情報基盤の整備とともにデジタル技術の導入を進め
ることによって、場所や時間の制約を取り除き、快適な暮らしや効率的な働き方を実現するなど、新
しい価値を創造していくことが可能となります。全ての施策分野においてデジタル技術の活用を検討
し、取組を進めていくことが重要です。

ＡＩ……人工知能。コンピュータで記憶・推論・判断・学習など人間の知的機能を代行できるようにモデル化されたソフト
ウエア・システム。

工業を取り巻く近年の社会経済の動向1

3

一関市の工業を取り巻く現状と課題一関市の工業を取り巻く現状と課題
第 章2

我が国の経済・社会の変化1－１

●経済情勢

●人口減少と少子高齢化の進行

●Society5.0の推進



イノベーション……新製品開発、新生産方式の導入、新市場の開拓、新原料・新資源の開発、新組織の形成などによって、
経済発展や景気循環がもたらされるとする概念のこと。狭義の意味で、技術革新の意に用いる。

4

一関市工業振興計画（令和4年度～令和8年度）

　令和２年（2020年）10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、す
なわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。積極的に温暖
化対策を行うことが、産業構造や社会経済の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想で取
り組んでいくことが重要となっています。企業においても、気候変動に対応した経営戦略の開示や脱
炭素に向けた目標設定などを通じ、脱炭素経営に取り組む動きが進展しています。

　日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」や「働く方々のニーズの多様化」などの
課題に対応するためには、投資やイノベーション＊による生産性向上とともに、就業機会の拡大や意
欲・能力を存分に発揮できる環境づくりが必要です。働く方の置かれた個々の事情に応じて多様で柔
軟な働き方が選択できる職場と環境を整備することで、求職者にとって魅力的な職場となり、人手不
足の解消にも期待が持たれます。人手不足感が強い中小企業・小規模事業者においては、「働き方改
革」を着実に実施することが求められています。

　日本は、地震、火山活動が活発な地域であり、他国と比較し非常に多くの地震が発生しています。
また、日本の国土は、地形、地質、気象等の面で厳しい条件下にあることから、梅雨や台風による土砂
災害がたびたび発生しており、さらに近年は大雨や短時間強雨の回数が増加しており、これに関連し
て土砂災害の発生回数も増加傾向にあります。こうした自然災害の発生時に、事業資産の損害を最小
限にとどめつつ、事業の継続あるいは早期復旧を可能とするため、平常時に行うべき活動や緊急時に
おける事業継続のための方法、手段などを事業継続計画（ＢＣＰ）として取り決めておくことが重要と
なっています。

　社会経済の発展に伴い、地球温暖化や廃棄物処理など世界規模での環境問題が深刻化しており、
環境への負荷が少ない循環型社会への転換が求められています。
　持続可能な地域社会を構築していくためには、経済・社会・環境における地域課題へ個別に対応す
るのではなく、一体的に取り組み、将来においても継続できる仕組みで同時解決を目指していくことが
重要です。 
　「誰一人取り残さない」社会を目指すＳＤＧｓの理念を実践に移していくためには、市民、市民団
体、企業、金融機関など多様な主体が、ありたい未来を描き、未来を創っていくことに当事者意識を
持って参加することが必要です。

●脱炭素社会の実現

●働き方改革の推進

●自然災害の頻発

●ＳＤＧｓの理念の具体化
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　令和３年６月18日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2021」では、新型コロナウイル
ス感染症の地域経済や住民生活への影響の一方で、地方への移住への関心の高まりとともにテレワー
ク＊による働き方の変化を機に人の流れに変化の兆しがみられるなど、国民の意識や行動が変化してい
ることから、感染症による意識・行動変容を踏まえたひと・しごとの流れの創出、各地域の特色を踏ま
えた自主的・主体的な取組の促進を目指すこととしています。この実現のため、「ヒューマン（地方への
ひとの流れの創出、人材支援）」、「デジタル（地方創生に資するＤＸの推進）」、「グリーン（地方が牽
引する脱炭素社会の実現）」を地方創生の３つの視点として、次の取組を進めることとしています。

テレワーク・・・パソコンやインターネットなどの情報通信技術を利用し、場所や時間にとらわれないで働く勤労形態。
５Ｇ・・・第５世代移動通信システムの略称。携帯電話などの通信に用いられる通信規格のひとつ。
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産業振興における国などの動向1－2

　〇ヒューマン（地方へのひとの流れの創出、人材支援）
　　①　地方創生テレワークの推進
　　②　企業の地方移転等の促進
　　③　地域への人材支援の充実
　　④　子育て世帯の移住等の更なる推進
　　⑤　関係人口の更なる創出・拡大
　　⑥　魅力ある地方大学の創出

　〇デジタル（地方創生に資するＤＸの推進）
　　①　５Ｇ＊などの情報通信基盤の早期整備
　　②　デジタル分野の人材支援
　　③　データ活用基盤の整備
　　④　ＤＸ推進による地域課題の解決、地域の魅力向上

　〇グリーン（地方が牽引する脱炭素社会の実現）
　　①　グリーン分野の人材支援
　　②　関連情報の共有や官民協働の取組の推進
　　③　地方創生ＳＤＧｓ等の推進
　　④　地域社会・経済を支える分野における脱炭素化の取組の推進

1 国



　東北経済産業局では、中期政策（2019年度～2021年度）において、東北地域の情勢、将来に向け
た動きを踏まえ、地域経済の持続的発展を目指すために、「地域の動向、国際情勢の影響」、「技術革
新と価値変化」、「2020年以降の経済状況変化」、「人口減少・少子高齢化」を特に重視しながら対応
していく必要があるとし、５つの重点分野に取り組んでいます。
　その中の重点２「東北地域を牽引する企業・産業の持続的発展」では、ＩｏＴ*、ビッグデータ*、ＡＩ
等の活用や、サイバーセキュリティ*、加速器関連産業等の展開を見据えた新産業の創出、競争力強化
の取組を広く展開するとともに、自動車、航空機、医療機器、半導体関連、電子デバイス産業等、地域
経済を牽引する重点産業分野を支援し、さらに、将来、地域を支える新たな産業分野の創出に向け、地
域未来投資促進法の活用やベンチャー企業支援等に取り組んでいます。

ＩｏＴ・・・Internet of Thingsの略。あらゆる物がインターネットを通じてつながることによって実現する新たなサービス、
ビジネスモデル、またはそれを可能とする要素技術の総称。

ビッグデータ・・・コンピュータや通信機器などの高機能なデジタル機器が仕事や暮らしに広く利用されることにより、日々
刻々と記録されているさまざまなデータの巨大な集まりのこと。

サイバーセキュリティ・・・デジタル化された情報の改ざんや漏えいを防ぐ手段のこと。

6

一関市工業振興計画（令和4年度～令和8年度）

重点１　東日本大震災からの創造的復興
重点２　東北地域を牽引する企業・産業の持続的発展
重点３　魅力ある地域づくりと世界に向けた地域のブランド化
重点４　エネルギーの安定供給、資源循環型社会実現に向けた取組
重点５　経営力向上に向けたきめ細やかな対応と事業環境整備
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　岩手県では、2019年度から2028年度までの10年間を期間とする「いわて県民計画（2019～2028）
東日本大震災津波の経験に基づき、引き続き復興に取り組みながら、お互いに幸福を守り育てる希望
郷いわて」を策定し、「仕事・収入」や「社会基盤」など10の政策分野に取り組んでいます。

ＩＬＣ・・・国際リニアコライダー、International Linear Colliderの略。全長31～50kmの地下トンネル内に建設される、
電子・陽電子衝突型の線形加速器を中心とした大規模研究施設のこと。質量の起源や時間と空間の謎、宇宙誕生の謎
の解明を目指す。

7

「仕事・収入」 
～農林水産業やものづくり産業などの活力ある産業のもとで、安定した雇用が確保さ
れ、また、やりがいと生活を支える所得が得られる仕事につくことができる岩手～

①　ライフスタイルに応じた新しい働き方を通じて、一人ひとりの能力を発揮できる
環境をつくります

②　地域経済を支える中小企業の振興を図ります
③　国際競争力が高く、地域の産業・雇用に好循環をもたらすものづくり産業を盛

んにします
④　地域資源を生かした魅力ある産業を盛んにします
⑤　地域経済に好循環をもたらす観光産業を盛んにします
⑥　意欲と能力のある経営体を育成し、農林水産業の振興を図ります
⑦　収益力の高い「食料・木材供給基地」をつくります
⑧　農林水産物の付加価値を高め、販路を広げます
⑨　一人ひとりに合った暮らし方ができる農山漁村をつくります

「社会基盤」
 ～防災対策や産業振興など幸福の追求を支える社会基盤が整っている岩手～

①　科学・情報技術を活用できる基盤を強化します
②　安全・安心を支える社会資本を整備します
③　産業や観光振興の基盤となる社会資本を整備します
④　生活を支える社会資本を良好に維持管理し、次世代に引き継ぎます

　また、10年後の将来像の実現をより確かなものとするため、「新しい時代を切り開くプロジェクト」と
して「ＩＬＣ*プロジェクト」や「北上川バレープロジェクト」など11のプロジェクトを掲げています。

「ＩＬＣプロジェクト」
①　国際研究拠点の形成支援と研究開発を目指す人材の育成
②　イノベーションの創出
③　グリーンＩＬＣ（環境、エネルギー）によるエコ社会の実現
④　国際性豊かで便利な暮らしやすいコミュニティの形成
⑤　ＩＬＣを活用した交流人口の拡大、科学技術教育水準の向上

3 岩手県



（注）企業立地促進法は、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する
法律（平成29年法律第47号）」の施行（平成29年７月31日）に伴い、新たに「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展
の基盤強化に関する法律（通称：地域未来投資促進法）」となりました。

8

一関市工業振興計画（令和4年度～令和8年度）

「北上川バレープロジェクト」
①　広域的な連携の促進等によるＩＴ産業や学術機関との連携など北上川流域の

強みを生かした産業振興、生活環境の更なる充実
②　産業分野・生活分野への第４次産業革命技術の導入の促進と新たな技術を拓

く人材の確保・育成
③　多様な主体との連携・協働によるプロジェクト推進体制の構築

　岩手県県南広域振興局では、世界に誇れる産業の集積を進め、岩手で育った人材が地元で働き定
着する地域を目指し、重点施策を「ものづくり産業の集積を進め、競争力を高めます」、「ライフスタイル
に応じた新しい働き方ができる環境づくりと人材育成による地元定着を促進します」として取り組んで
います。

「ものづくり産業の集積を進め、競争力を高めます」
①　地域企業の技術力向上及び技術革新を含めた生産性向上の支援
②　自動車・半導体関連産業への一層の参入促進及び国際リニアコライダー（ＩＬＣ）

の関連技術や第４次産業革命（ＩｏＴ等）の新技術を活用した取組の支援
③　伝統産業の魅力発信
④　産業を振興する道路整備の推進

「ライフスタイルに応じた新しい働き方ができる環境づくりと人材育成による地元定着
を促進します」

①　人材確保に向けた地域企業や事業所の魅力向上
②　若者の職業意識、地元志向の醸成
③　地域企業の理解促進や高校生の資格取得支援
④　企業を支える人材の育成
⑤　移住・定住の促進

　また、同振興局管内の５市３町により構成した北上川流域地域産業活性化協議会においては、企業
立地促進法（注）に基づき、平成29年度から５年間の「北上川流域地域産業活性化基本計画」を策定し
ました。

4 岩手県県南広域振興圏
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一関市の産業の現状2

　本市は、岩手県の南端に位置し、南と東は宮城県、西は秋田県と接しています。
　市の総面積は、1,256.42平方キロメートル（県内第２位）であり、東西は約63キロメートル、南北は
約46キロメートルの広がりがあります。
　東北地方のほぼ中央に位置し、盛岡市と宮城県仙台市への距離はどちらも100キロメートル程で、
高速道路と新幹線の高速交通網も備わり、恵まれた立地条件にあります。近年は、自動車関連産業・
半導体関連産業の集積が岩手県南・宮城県北エリアで進んでおり、その中心に位置しています。
　また、首都圏からの距離は約450キロメートル、新幹線を利用しての日帰り交流圏に入ります。

　本市の、国勢調査が行われる５年毎の人口推移では、昭和30年（1955年）をピークに減少を続
けており、ピーク時と比較すると令和２年（2020年）は総人口が35.8％減、年少人口（０～14歳）が
81.7％減、生産年齢人口（15～64歳）が40.7％減となっています。一方、老年人口（65歳以上の人口）
は昭和30年と比較すると令和２年は３倍超（310.8％）に増加しています。
　市の独自推計では、令和３年以降も総人口は減少することが予測されており、これまで増加してきた
老年人口も令和２年をピークに減少していくことが見込まれています。このため一関市人口ビジョンで
は、今後の市の取組により社会減の解消や出生率の向上を図り、人口減少に歯止めをかけることを目
指すこととしています。

1 地勢

一関市のすがた２－１

2 人口推移と将来人口の推計

9

（資料：国勢調査）
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　本市の平成30年度の総生産額は約3,869億円となっており、横ばい傾向が続いています。

3 総生産額の推移
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将来推移人口
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現在の減少傾向が今後も
同じく続いた場合に予測
される将来の人口

人口減少を抑制するための施策の実施によって、
2040年時点の人口を、推計される8万2千人より
約7千人上回る8万９千人を確保することを目標
とする
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（資料：岩手県市町村民経済計算）

※平成 27 年の実績人口は岩手県人口移動報告年報を使用
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一関市内に住む通勤通学者数

一関市内での通勤通学者数

一関市外からの流入者数

一関市外への流出者数

流入－流出

通勤

49,194

41,987

6,465

7,207

▲ 742

通学

5,294

4,551

1,140

743

397

計

54,488

46,538

7,605

7,950

▲ 345

（資料：国勢調査）

　本市と他の地域との通勤通学者の状況を見ると、平成27年の国勢調査による通勤通学者数は、一
関市外への流出が7,950人、市外からの流入が7,605人と345人の流出超過となっています。

4 通勤通学者の現状

11

区分
通勤通学者数（人）

通勤通学者の現状

一関市

盛岡市  322

花巻市  198

北上市  312

仙台市  160

登米市  446

奥州市  2,227

金ケ崎町
122

平泉町
1,605

気仙沼市
435

栗原市
1,197

一関市

盛岡市  393

花巻市  112

北上市  327

仙台市  552

登米市  493

奥州市  1,888

金ケ崎町
165

平泉町
964

気仙沼市
1,088

栗原市
958

一関市への通勤通学者数 一関市からの通勤通学者数



一関市工業振興計画（平成29年度～令和３年度）の総括２－2
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一関市工業振興計画（令和4年度～令和8年度）

　平成29年度から令和３年度までを計画期間とする前期の一関市工業振興計画は、「人と地域をみ
がき創造性豊かなものづくりを目指します」を基本理念とし、次の３つの基本方針と５つの工業振興
戦略を設定しています。
　今期の一関市工業振興計画（令和４年度～令和８年度）の策定にあたり前期の一関市工業振興計
画の総括を次のとおり行いました。

1 工業振興計画の体系図

人と地域をみがき
創造性豊かな  ものづくりを目指します

①
人づくりによる
ものづくり技術力

の向上

②
地域企業の活性化
と地域連携による
企業力の向上

③
企業・事業誘致
による産業集積
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も
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※工業統計調査：2020 年工業統計調査（令和３年８月公表）

①　基本方針
　　・人づくりによるものづくり技術力の向上
　　・地域企業の活性化と地域連携による企業力の向上
　　・企業・事業誘致による産業集積
②　指標

③　総括
●　「従業者数」については、人口減少が進むことを念頭に計画策定時より少ない目標値としたが、　

令和元年度時点で計画策定時とほぼ同数の従業者数となっています。
　市内企業の訪問時の聞き取り結果では、まだ従業者が充足しているとは言えず、しばらくは現
状以上の水準で推移するものと考えられます。
　しかしながら、国勢調査におけるものづくり産業に従事する年齢構成は、調査年が進むごとに
若年層が減少し、従業者の高齢化が進んでいます。
　「新規高卒者の管内就職率」は、計画策定時より年々減少傾向にあり、また卒業者数や就職者
数が減少していることから、実人数としての新規高卒者が減少しており従業者の高齢化の要因と
なっています。
　従業者の年齢構成を改善し、従業者数の維持を図るためにも若者の地元定着を増加するため
の対策や支援が必要であると考えられますが、５年連続で減少し続けてきた新規高卒者の管内就
職率は、令和３年３月の卒業者において５年ぶりに前年度を上回りました（令和３年３月新規高卒
者 47.4％）。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、首都圏への就職を敬遠する傾向が反映されたものと考
えられますが、これまで行ってきた各種支援策の取組との相乗効果による結果とも考えられます。

2 基本方針・指標
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指標

従業者数

新規高卒者の
管内就職率

従業者一人当
たりの粗付加
価値額

誘致企業数

新規雇用者数
（誘致企業に
よる）

指標の説明

雇用状況を示
す指標

若者の地元定
着状況を示す
指標

市内企業の状
況を示す指標

就労の場の確
保を示す指標

就労の場の確
保を示す指標

計画策定時の
状況

10,795人
（平成26年度）

50.9％
（平成27年度）

702万円
（平成26年度）

－

－

目標

9,850人

60.0％

715万円

累計10社

累計250人

現況

10,796人

47.4％

765万円

７社

累計607人

備考

令和元年度実績
（工業統計調査）

令和3年3月新規高卒者

令和元年度実績
（工業統計調査）

平成29年４月から令和４
年２月２日までの累計

平成29年４月から令和４
年２月２日までの累計

（最終雇用計画従業者数）



粗付加価値額・・・付加価値額（粗付加価値額）は下記算式により算出している。
⑴従業者30人以上：付加価値額＝製造品出荷額等＋（製造品年末在庫額－製造品年初在庫額）＋（半製品及び仕掛品年

末価額－半製品及び仕掛品年初価額）－（消費税を除く内国消費税額＋推計消費税額）－原材料使用額等－減価償却額
⑵従業者29人以下：粗付加価値額＝製造品出荷額等－（消費税を除く内国消費税額＋推計消費税額）－原材料使用額等

14

一関市工業振興計画（令和4年度～令和8年度）

●　「従業者一人当たりの粗付加価値額＊」は、令和元年度の実績で目標である715 万円を上回る
765 万円となっています。
　市内企業の状況が上向いていることが示されますが、県内の他の市町村と比較した場合には、
一関市は県内で 19 番目であり、更に目標・実績の向上が求められます。

●　「誘致企業数」は、年間２社を目標とし計画期間中の最終目標を累計 10 社としていることから、
現時点では目標値を下回る結果となっていますが、令和元年度以降立地に係る問い合わせも多く
なってきています。令和２年度は２社、令和３年度においても４月に１社、２月に１社の立地があり、
２年連続で年間目標の２社を達成したところです。

　　「企業誘致による新規雇用者数」については、新規誘致企業の最終雇用計画従業者数の累計で
すが、現時点で目標を倍以上上回る成果となっています。

　　一方で市内企業全体の求人に対する求職者の充足が進んでいないことから、新規高卒者のうち
県外の企業への就職を考えている生徒を地元就職に向けさせるような業種の誘致が必要であると
考えられますが、令和２年度において、大規模な事務系の企業を誘致したところであり、管内就
職者数の向上が期待されます。　

製造業に従事する従業員の年齢構成

管内就職者数と就職率の推移

平成17年（藤沢町含む）比率（％）

平成28年3月卒　平成29年3月卒　平成30年3月卒　平成31年3月卒　令和2年3月卒　令和3年3月卒

就職者数 人 管内就職者数 人 管内就職率 ％
卒業時期

年代
15～19歳

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

割
合（
％
）

就
職
者
数・
管
内
就
職
者（
人
）

管
内
就
職
者
率（
％
）

5.0

0.0

400

348

50.9

177 179

150 156
180

168

48.5 47.9 47.2 47.446.7

369 376
356

321 329

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

350

300

250

200

100

150

20～29歳 30～39歳 50～59歳 60～64歳 65歳～40～49歳

平成22年（藤沢町含む）比率（％） 平成27年 比率（％）
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指標

製造品出荷額

岩手県南技術
研究センター
などとの共同
研究数

岩手県南技術
研究センター
試験分析件数

地域企業の新
規雇用者数

指標の説明

市内企業の生
産状況を示す
指標

技術力の向上
などを目指す
姿勢の高まり
を読みとる指
標

高い品質を求
める姿勢の高
まりを読みと
る指標

地域企業の雇
用状況を示す
指標

計画策定時の
状況

平成26年度
2,117億円

平成27年度
３件

平成27年度
905件

平成27年度
417人

目標

2,200億円

５件

900件

420人

現況

1,884億円

33件

1,117件

331人

備考

令和元年度実績
（工業統計調査）

令和２年度実績

令和２年度実績

令和２年度実績

①　ものづくり人材の確保と育成
　戦略の指標

3 工業振興戦略・指標
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指標

品質管理検定
受検者申込数
及び合格者数

（市内企業）

指標の説明

品質管理能力
の向上を示す
指標

計画策定時の
状況

①平成23～
28年度までの
受検申込者数
累計1,359人
（市内企業）
②平成23～
28年度まで
の合格者数累
計677人（市
内企業）

目標

受検申込者数
累計

2,090人

合格者数
累計 

1,160人

現況

累計1,940人

累計885人

備考

平成29年度から令和３
年度までの累計

（令和２年度は中止）

平成29年度から令和３
年度までの累計

（令和２年度は中止）

②　地域企業の技術力・経営力強化
　戦略の指標

③　地域内発型産業の振興
　戦略の指標

指標

地域内発型産
業の起業件数

指標の説明

企業間連携に
よる新たな事
業展開や起業
状況を読みと
る指標

計画策定時の
状況

平成27年度ま
での累計

５件

目標

累計５件

現況

0件

備考

平成29年度から令和２
年度までの累計



製造品出荷額・・・１年間（１～12月）における製造品出荷額、加工賃収入額、その他収入額及び製造工程からでたくず及び
廃物の出荷額の合計であり、消費税等内国消費税額を含んだ額のこと。
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一関市工業振興計画（令和4年度～令和8年度）

⑥総括
●　“ ものづくり人材の確保と育成 ” については、「品質管理検定受検者申込数及び合格者数」が目

標値に達していないものの、これまでの品質管理検定の取組による受検者数や合格者数から、市
内企業における品質管理能力の向上については一定の効果が得られたとものと考えられます。

●　“ 地域企業の技術力・経営力強化 ” については、「製造品出荷額 *」が目標値に届かず、計画策
定時の状況を下回る結果となっています。

　　従業者数が計画策定時とほぼ同数となっていることから、製造品出荷額についても計画策定時
を上回ることが望ましいと考えられます。

　　「岩手県南技術研究センターなどとの共同研究数」については、現時点で 33 件と既に目標を大
きく上回っており、技術力の向上などを目指す姿勢が高まっています。

　　また、「岩手県南技術研究センター試験分析件数」についても、目標を大きく上回っている状況
にあり、高い品質を求める姿勢が維持されているものと考えられます。

　　「地域企業の新規雇用者数」については、目標を下回っており、２－２の指標の新規高卒者の管
内就職率の向上と合わせて、これまでの対策や支援の見直しの検討が必要です。

●　“ 地域内発型産業の振興 ” については、「地域内発型産業の起業件数」の実績がゼロであり、企
業間連携による新たな事業の創出に向けて、創業支援の相談窓口や起業応援講座を継続して行う
とともに、起業した場合には、起業者経営安定化支援事業費補助金により支援することとしていま
す。

　　なお、令和２年度において、岩手県南技術研究センター（以下「県南技研」という。）が、国の
令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上補助金〔ビジネスモデル構築型〕において「ウ
ルトラファインバブルによる中東北の地域活性化プログラムの構築」事業が採択承認されたところ
であり、この取組により、参加企業の付加価値の向上等が見込まれるとともに、企業間連携の取
組も期待されます。

●　“企業・事業誘致の推進、工業を支える環境（基盤）の整備”については、計画策定時の「事業所
数」を増加する目標としていましたが、ほぼ同数の状況となっています。

　（再掲の指標については省略）

④　企業・事業誘致の推進
⑤　工業を支える環境（基盤）の整備
　戦略の指標

指標

誘致企業数
（再掲）

新規雇用者数
（誘致企業に
よる）（再掲）

事業所数
（従業員４人
以上）

指標の説明

就労の場の確
保を示す指標

就労の場の確
保を示す指標

就労の場の確
保を示す指標

計画策定時の
状況

平成24～
27年度

累計　４社

平成24～
27年度

累計　121人

平成26年度
253社

目標

累計10社

累計250人

280社

現況

７社

累計607人

250社

備考

平成29年４月から令和４
年２月２日までの累計

平成29年４月から令和４
年２月２日までの累計

（最終雇用計画従業者数）

令和元年度実績
（工業統計調査）
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4 総括を踏まえた課題と振興策
①　引き継ぐべき課題及び振興策について
●　今後も、ものづくり産業を維持していくためには、従業員の年齢構成の改善が必要であり、その

ためにも新規高卒者の地元定着対策が重要となります。
●　令和２年度において、大規模な事務系の企業が立地したところであり、新規高卒者の地元定着

を進めていくうえで、新たな選択肢として期待されます。
●　県南技研が行う「ウルトラファインバブルによる中東北の地域活性化プログラムの構築」事業と

ともに、ＩＣＴ＊を活用した新たな産業振興など、独立行政法人国立高等専門学校機構一関工業
高等専門学校（以下「一関高専」という。）、県南技研及び金融機関も含めた、産学官金の連携に
よる地方創生の取組が求められます。　　

②　新たな課題と振興策について
●　新型コロナウイルスの感染拡大は、地域経済に甚大な影響を与えており、未だ収束は見通せな

いものの、今後５年間の工業振興計画においては収束後の新たな生活様式を想定した計画の組み
立てが必要です。

●　新型コロナウイルス感染症は、ものづくり産業における新たな課題として事業継続計画（ＢＣＰ）＊

の必要性を立証しました。従来の自然災害に備えたＢＣＰの必要性に加えて、感染症の蔓延に対
する対策を加えたＢＣＰの策定が必要であり、このことを踏まえた支援策が必要となります。

●　新たな社会の構成要素として、仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済
発展と社会的課題の解決を両立する Society5.0 を見据えた社会構造の変化とＤＸ（デジタルトラ
ンスフォーメーション）の推進など社会全体のデジタル化に対応できる人財の確保対策が必要です。

●　ＩＣＴによる社会構造の急速な変化に呼応し、小中学校でのＩＣＴ教育の推進「ＧＩＧＡスクール
構想＊」の環境整備は、新型コロナウイルス感染症の影響により計画を前倒しして進められています。

　　また、社会全体としてＩＴ技術者の需要は益々高まるものと見込まれることから、ＩＴ技術者を
継ぎ目なく育成する環境の整備が必要となります。

ＩＣＴ・・・情報通信技術、Information and Communication Technologyの略。コンピュータ、インターネット、携帯電
話などを使う情報処理や通信に関する技術の総称。

事業継続計画（ＢＣＰ）・・・Business Continuity Plan の略。企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇
した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするため
に、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと。

ＧＩＧＡスクール構想・・・１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援を必要
とする子どもを含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育
成できる教育ＩＣＴ環境を実現するもの。
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1 一関市における事業所数、従業者数、製造品出荷額等、粗付加価値額の推移

2 事業所数

２－3 主要指数の分析

従業員数 事業所数

製造品出荷額等 粗付加価値額
●製造出荷額等（億円）
●粗付加価値額（億円）

●事業所数（社）
●従業者数（×100人）
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　事業所数、従業者数、製造品出荷額等、粗付加価値額の４つの指標とも、近年はほぼ横ばい傾向
にあります。

　平成26年と令和元年を比較すると、３事業所の減少がみられます。

一関市工業振興計画（令和4年度～令和8年度）

食料品
40

食料品
39

繊維
23

繊維
26
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8

木材
12

3
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6
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6

23
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20
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8

皮革
8

窯業
21

窯業
18

鉄鋼
3

鉄鋼
4

金属
20

金属
19

8

はん用機械

はん用機械

7

15

生産用
機械

生産用
機械

17

業務用機械

6

業務用機械

5

23

電子
デバイス

電子
デバイス

22

13

電気
機械

電気
機械

12

3

情報通信

情報通信

5

輸送用
9

輸送用
7

その他
18

その他
21

0 50 100 150 200 250

令和元年

平成26年

^A_

253事業所

250事業所

事業所

（資料：工業統計調査（従業者数４人以上の事業所））

（資料：工業統計調査（従業者数４人以上の事業所））

一関市における事業所数、従業者数、製造品出荷額等、粗付加価値額の推移
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3 従業者数

4 製造品出荷額等

　平成26年と令和元年を比較すると、全体で横ばいですが、プラスチックや電子デバイスは増となっ
ており、情報通信は減少しています。

　平成26年と令和元年を比較すると、電子デバイスなどで増となっていますが、情報通信が大きく減
少しています。

食料品
1,594

食料品
1,609

繊維
754

繊維
711 120 139

133
木材

木材
1,002

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

令和元年

平成26年
10,795人

10,796人

人

パルプ・紙
237

印刷

130
印刷

170
皮革

540
窯業

757
金属

925
はん用機械

1,565
電子デバイス

988
電気機械

563
その他

プラス
チック

1,342

プラス
チック

皮革
161

窯業
531

金属
624 963 1,168

パルプ・紙
297

生産用機械
352

鉄鋼
164

鉄鋼
104

はん用機械 電子デバイス
867

電気機械
924

情報通信
794
その他

業務用機械
173

生産用機械 情報通信
194

輸送用
240

業務用機械
139

輸送用
196

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200

令和元年

平成26年

億円

2,117億円

1,884億円
食料品
239

食料品
210

繊維
54

繊維
41
パルプ・紙
167 105

179
窯業

20
鉄鋼

96
金属

173 377
電子デバイス

206
電気機械

130
その他

プラス
チック

146

プラス
チック

はん用
機械

97

パルプ
紙

窯業
158

金属
95

鉄鋼
35 157 253

皮革
27

木材
16

木材
17

皮革
34

生産用機械
72

生産用機械
59

はん用
機械 電子デバイス

176
電気機械

451
情報通信

151
その他

情報通信
10 輸送用

34

輸送用
27

（資料：工業統計調査（従業者数４人以上の事業所））

（資料：工業統計調査（従業者数４人以上の事業所））

産業別従業者数

産業別製造品出荷額等
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5 規模別の事業所数、従業者数、製造品出荷額等

6 全国及び岩手県との比較

　従業者数４～99人の事業所は、全事業所の92.8%を占めていますが、製造品出荷額等については
51.9％となっています。

　事業所や製造品出荷額等について、全国や岩手県と比較すると、プラスチック、窯業、電子デバイ
ス、電気機械などの割合が高くなっています。

一関市工業振興計画（令和4年度～令和8年度）
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（資料：2020年工業統計調査（従業者数４人以上の事業所））

（資料：2020年工業統計調査（従業者数４人以上の事業所））

規模別の事業所数、従業者数、製造品出荷額等

産業別事業所の割合

産業別製造品出荷額等の割合
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区分
事業所数

（事業所）
（県内に占める割合）

従業者数
（人）

（県内に占める割合）
製造品出荷額等

（億円）
（県内に占める割合）

市町村総生産
（億円）

（県内に占める割合）
人口一人当たり
市町村民所得

（万円）
粗付加価値額

（億円）
（県内に占める割合）
従業者一人当たりの

粗付加価値額
（万円）

第１位
奥州市
269

13.1%
北上市
14,830
16.9%

金ケ崎町
5,911
22.5%
盛岡市
10,669
22.5%

金ケ崎町
358

北上市
1,376
16.3%

遠野市
1,541

第２位
一関市
250

12.2%
一関市
10,796
12.3%
北上市
3,851
14.7%
北上市
4,780
10.1%

北上市
322

奥州市
1,117
13.3%

金ケ崎町
1,477

第３位
北上市
238

11.6%
奥州市
10,227
11.7%
奥州市
3,388
12.9%
奥州市
4,230
8.9%

盛岡市
317

金ケ崎町
910

10.8%

葛巻町
1,429

第４位
花巻市
200
9.7%

花巻市
8,072
9.2%

花巻市
2,335
8.9%

一関市
3,869
8.2%

普代村
314

花巻市
887

10.5%

矢巾町
1,294

第５位
盛岡市

146
7.1%

盛岡市
6,168
7.0%

一関市
1,884
7.2%
花巻市
3,353
7.1%

釜石市
303

一関市
826
9.8%

釜石市
1,201

岩手県
　

2,055
　
　

87,639
　
　

26,262
　
　

47,396
　
　
284
　
　

8,420
　
　
961
　

岩手県内の他市町村との比較

（資料：2020 年工業統計調査（従業者４人以上の事業所）、平成 30 年度岩手県の市町村民所得）
　注１）従業者 1 人当たりの粗付加価値額は、「粗付加価値額 ÷ 従業者数」から算出。
　注２）本市の人口 1 人当たりの市町村民所得は、258 万円で、県内では 33 市町村中第 19 位となります。
　注３）本市の従業者 1 人当たりの粗付加価値額は、765 万円で、県内では 33 市町村中第 19 位となります。
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7 県内他市町村との比較
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8 求人・求職の状況
　平成20年のリーマンショックの影響により、有効求人倍率は大きく下降し、平成21年には全国、県、
本市ともに0.5倍を下回りました。その後、東日本大震災の復興事業や企業の生産回復等により、平成
26年には、全国、県、本市ともに1.0倍を超え、高倍率で推移し、令和２年に新型コロナウイルス感染
症の影響により一時的に下降したものの、令和３年８月には平成３年以来約30年振りに1.5倍台となり
その後も高い倍率で推移しています。この理由として、本市の就職率が県内の他地域と比較し高い率
で推移しており、有効求職者数が減少傾向にある一方で、有効求人数が企業の人手不足を反映し高
い水準で推移しているためと考えられます。

一関市工業振興計画（令和4年度～令和8年度）

全国・岩手県・本市における有効求人倍率の状況（年度平均）

全国・岩手県・本市における有効求人倍率の状況（令和3年度各月末現在）
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市内中学校の生徒数

市内高等学校の生徒数

高等学校卒業後の進路状況

市内高等学校における課程設置状況

（単位：人）

（単位：人）

（単位：人）

（単位：人）

注）通信制を除く。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料：令和３年学校基本調査速報）

（資料：令和 2 年学校基本調査速報）

（資料：『いちのせきの教育』一関市教育委員会（2021））

　（資料：令和３年学校基本調査速報）

１年

958

２年

1,042

大学等進学者

707

課程の別

普通科

理数科

普通・理数科

定時制

総合学科

電気科

電子科

電子機械科

土木科

電気電子科

普通科

１年

1,049

卒業者

1,069

学校名

一関第一

一関第二

一関工業

花泉

２年

955

３年

1,080

就職者

337

課程の別

普通科

情報ビジネス科

普通科

生産技術科

産業技術科

普通科

通信制普通科

普通科

学校名

大東

千厩

一関学院

一関修紅

生徒数

366

64

204

20

593

23

31

116

102

75

106

生徒数

155

68

303

94

76

372

113

407

3,288

３年

984

４年

４

一時的な仕事に
就いた者

０

合計

2,897

合計

3,175

左記以外の者

25

合　計
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1 中学校・高等学校

２－4 人財育成の現状

　本市には、中学校が16校、高等学校が８校あり、職場体験学習などを通じて、実際に行われている
ものづくりの現場を体験しています。また、平成21年４月には岩手県で初めての併設型中高一貫校が
本市に設置されました。



注）学生の現員は令和３年５月１日現在　　　　　　　　　　　　　　　（資料：『学校要覧』一関工業高等専門学校（令和３年度））

（資料：『いちのせきの教育』一関市教育委員会（2021））

本科
専攻科

本科
専攻科

入学定員
160  
16

計

89
14

現　員
788
57

一関市内

3
1

卒業 / 修了者数
150
19

就職者数
89
14

進学者数
59
5

学校名

学校法人
健康科学大学
修紅短期大学

課程の別
幼児教育学科
食物栄養学科

計

生徒数（人）
75
47
122

求人倍率
7.7

18.5

その他

12
3

宮城県

18
4

県内
（一関市以外）

8
1

関東

48
4

東北
（岩手県・
宮城県以外）

0
1

その他
2
0

学生数・卒業者の進路の状況

短期大学の概要

（単位：人）

（単位：人）

学生数 令和 2 年度進路状況

24

2 高等専門学校

3 短期大学

　本市には、高等専門学校が１校あります。
　一関高専は、昭和39年、機械工学科（２学級）と電気工学科の２学科３学級が設置され、以後、学
科の増設・改組などを経て、平成29年度からは、未来創造工学科として機械・知能系、電気・電子系、
情報・ソフトウエア系、化学・バイオ系の１学科４系に改組され、これにより、グローバル化へ対応した
研究開発・試作提案等の業種に携わる人材や、新たな科学技術の創出及び関連する産業の創出につ
ながる人材育成が行われています。
　また、平成13年度からは、本科５年間の技術者教育のうえに、より高度な専門と広範な基礎的知識
や技術を修得するため、２年間の専攻科が設けられました。この専攻科は「生産工学専攻」と「物質
化学工学専攻」からなり、令和４年４月に、現在の２専攻から「システム創造工学専攻」１専攻への改
組が決定されています。専攻科では、所定の単位を取得することにより、大学改革支援・学位授与機
構から学士（工学）の学位が授与されます。
　一関高専は、独立行政法人国立高等専門学校機構法の制定により、平成16年度からは国立高等
専門学校機構が設置する高専となり、学生教育に加え、同法で機構の業務範囲として定められた、外
部との連携や学生以外に対する教育サービスなどを行っています。

　本市には、私立の短期大学が１校あります。
　修紅短期大学は、幼児教育学科と食物栄養学科の２学科が設置されていますが、食物栄養学科に
ついては令和４年度以降の学生募集を停止することとしています。

一関市工業振興計画（令和4年度～令和8年度）

令和２年度における地域別就職状況（就職者数）
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幼児・児童・生徒の在籍数

職業能力開発施設などの概要

一関市内の少年少女発明クラブ

（単位：人）

（単位：人）

（資料：『いちのせきの教育』一関市教育委員会（2021））

（資料：工業労政課調べ）

（資料：工業労政課調べ）

小学部

56

幼稚部

３

施　設　名

千厩高等技術専門校

訓練校名

一関高等職業訓練校

東磐高等職業訓練校

クラブ名

大東町少年少女発明クラブ

一関市少年少女発明クラブ

主な活動場所

大東町猿沢
大東農村環境改善センターほか

活動休止中

設立年

平成 16 年

平成 18 年

訓練科名

自動車システム科

訓 練 科

木造建築科、建築設計科、配管科

木造建築科、塑性加工科

訓練生数

10

12

学科数

８

７

受講者数

200

946

課程

普通課程

対象

高校卒

期間

２年

訓練生数

22

中学部

45

高等部

63

合計

167
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4 特別支援学校

5 職業能力開発施設・職業訓練校

6 少年少女発明クラブ

　本市には、特別支援学校が１校あります。
　岩手県立一関清明支援学校は、平成20年に岩手県立一関聾学校と岩手県立一関養護学校が統合
し、開校しました。市内に２校舎３分教室が設置されており、聴覚障がい、病弱・肢体不自由、知的障
がいの４障がいに対応する、全国でも数少ない併置校です。

　本市には、岩手県立の職業能力開発施設が１校と、職業訓練校が２校あります。

　ものづくりに対する関心を深めるとともに、次代を担う創造性豊かな子供たちを育成するため、本市
には２つの発明クラブがあります。

職業能力開発施設（令和３年度状況）

職業訓練校（令和２年度実績）

普 通 課 程（長期訓練） 短期課程



主な団体等

団体名など

一関商工会議所

両磐インダストリアルプラザ

一関東工業団地企業連絡協議会

花泉企業連絡協議会

大東町進出企業連絡協議会

千厩町工業クラブ

藤沢町工業倶楽部

栗原市企業連絡協議会

登米市産業振興会

一関工業高等専門学校教育研究振興会

公益財団法人岩手県南技術研究センター

中東北ものづくり産業推進連絡会議

一般社団法人岩手県工業クラブ

北上川流域ものづくりネットワーク

いわて自動車関連産業集積促進協議会

いわて半導体関連産業集積促進協議会

いわて医療機器事業化研究会

対　象

一関、花泉、大東、千厩、東
山、室根、川崎、藤沢地域の
商工業者

両磐地域の企業

一関東工業団地及び一関東
第二工業団地内の企業

花泉地域の企業

大東地域の企業

千厩地域の企業

藤沢地域の製造加工業者及
び建設業者

栗原地域の企業

登米市内の企業

地域の企業

センターの目的に賛同する
企業等賛助会員

県、市町、商工会議所、学術
研究機関、金融機関

県内の企業

ものづくり産業の人材育成に
賛同する企業など

自動車関連企業など

半導体関連企業など

医療機器関連企業など

事務局

一関商工会議所

一関商工会議所

一関商工会議所花泉支所

一関商工会議所大東支所

一関商工会議所千厩支所

会長が所属する企業

栗原市商工観光部産業戦
略課

登米市産業経済部地域ビ
ジネス支援課

一関高専

県南技研

県南技研

岩手県県南広域振興局

岩手県商工労働観光部もの
づくり自動車産業振興室

岩手県商工労働観光部もの
づくり自動車産業振興室

公益財団法人いわて産業
振興センター

設立年

昭和 22 年

昭和 61 年

昭和 58 年

平成 2 年

平成 9 年

平成 5 年

平成 6 年

平成 19 年

平成 18 年

平成 4 年

平成 7 年

平成 28 年

昭和 52 年

平成 18 年

平成 18 年

平成 20 年

平成 20 年

会員数

2,378

31

33

19

10

32

23

131

87

63

89

10

70

227

374

391

163

（令和４年１月現在）（資料：工業労政課調べ）
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1 地域企業間の連携

２－5 産学官金連携

　本市には商工会議所をはじめとして様々な団体があり、企業間交流や研修などの事業に取り組んで
います。また、岩手県南から宮城県北の広域圏内の連携も広がっています。

一関市工業振興計画（令和4年度～令和8年度）
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共同研究の主な実績

産学連携の主な実績

人財育成支援機関

（単位：件）

( 単位：件 )

（資料：工業労政課調べ）

（資料：『地域共同テクノセンター報 2021 VOL.16』（一関工業高等専門学校））

（令和４年１月現在）（資料：工業労政課調べ）
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2 交流や共同研究

○産学官金の交流
　平成13年、地域の企業と一関高専、県南技研が中心となり「産学官イブニング研究交流会」を立ち上
げ、以来月１回の定期的な交流を継続するなど、産学官金の活発な交流が行なわれており、令和３年12
月末現在で226回を数えています（新型コロナウイルス感染症の影響により開催できていない月あり）。

○共同研究
・公益財団法人岩手県南技術研究センター
　県南技研では、一関高専や市と連携し、共同研究に取り組んでいます。県南技研が得意とする化学
分析分野においての技術提供を行い、研究成果に貢献しています。

・独立行政法人国立高等専門学校機構一関工業高等専門学校地域共同テクノセンター
　一関高専では、平成18年度に地域共同テクノセンターを設置し、地域企業からの技術相談や共同
研究に応じるなど、地域企業への技術的支援活動を行っています。さらに、人材育成事業や産学官交
流事業、技術講演会、公開講座などの事業も行っています。

3 人財育成に係る関係機関
　市内の人財育成に係る関係機関では、各機関の特徴を生かしながら連携して人財育成支援事業に
取り組んでいます。

平成 22 年

４

平成 28 年

11

共同研究

令和２年度実績

15

機関名

ジョブカフェ一関

いちのせき若者サポートステーション

一関職業訓練協会

東磐職業訓練協会

一関公共職業安定所

所在地・連絡先

一関市大町４－ 29　なのはなプラザ４階　0191-26-3910

一関市大町４－ 29　なのはなプラザ４階　0191-48-4467

一関市舞川字西平８－２　0191-31-7030

一関市千厩町千厩字上駒場 360 －４　0191-52-2879

一関市山目字前田 13 －３　0191-23-4135

設立年

平成 17 年

平成 25 年

昭和 24 年

昭和 33 年

昭和 22 年

受託研究

令和２年度実績

３

技術相談

令和２年度実績

１

科学研究費

令和３年度採択件数

12

平成 23 年

２

平成 29 年

３

平成 24 年

５

平成 30 年

３

平成 25 年

３

令和元年

10

平成 26 年

２

令和２年

33

平成 27 年

３



一関市の工業の課題3

・成長産業への参入促進
・工業団地等のインフラ

整備
・自動車のＥＶ化
・脱炭素社会

28

一関市工業振興計画（令和4年度～令和8年度）

　企業を対象としたアンケート調査結果や、工業を取り巻く社会経済の変化などを踏まえ、本市の工
業の課題を次のように捉えました。

課題項目：人口減少による人財不足

課題項目：技術力の向上や技術開発の促進

課題項目：情勢の変化への対応

課題項目：成長分野への参入

受
動 （
社
会
情
勢
に
よ
る
課
題
）

能
動
（
取
組
が
期
待
さ
れ
る
課
題
）

能
動
（
取
組
が
期
待
さ
れ
る
課
題
）

受
動 （
社
会
情
勢
に
よ
る
課
題
）

課題提起

・人財の確保
・人財の育成
・次代を担う人財の育成
・若者の地元定着
・経営の安定化
・地元に戻るためのチャ

ンネルが少ない

・地域の特性（一次産業、
一関高専、県南技研、
実業高校）を生かした
産業振興

・一関高専における専
攻科の充実

・高専卒業者の人財確
保が必要

・技術力等の向上
・連携の強化
・地域との調和

・ＩＴ企業の誘致
・地理的優位性を生かし

た誘致活動
・焦点を絞った工業団地

整備
・ＥＶ、自動運転の支援、

実証実験
・企業の問題解決、社会

実装の橋渡し
・ＩＴ、インキュベー

ション活動支援
・将来性を見通した企

業・事業誘致の推進
・地域企業の持続的発展

と事業拡大への支援

・技術開発や共同研究の
促進

・内発型産業を促進する
支援体制の構築

・共同研究を地域ででき
る環境の整備

・支援機関の充実
・企業間、産業間の連携

促進
・関係機関と連携した工

業振興体制の構築
・情報発信力強化、取引

支援

課題提起

・Society 5.0 の実現
・ＳＤＧｓの取組
・感染症対策
・ＢＣＰの取組
・ものづくりに関する

環境変化への対応
・多様な企業ニーズへ

の対応

・体系的な人財育成
・市内企業の魅力を伝

える
・学生目線での採用活動　

支援
・多様な勤務体系の実現
・地元に戻ってくること

への支援

・大震災の被災企業支援
から次のステップへ

・地域間競争に打ち勝つ
優遇制度の充実

・品質管理の強化
・経営革新、事業拡大へ

の取組支援

課題提起 課題提起対策

対策
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●　市内の多くの製造業において、「人財の確保」、「人財の育成」に苦慮しています。その要因として、
人口減少や少子高齢化の進行により生産年齢人口が減少していること、また、若者の進学や就職によ
る県外への流出などが考えられます。対策として、若者等の地元定着のための様々な施策を行ってい
ますが、それでもＵＩＪターン＊希望者が地域企業の情報を入手する手段や機会が少ないことや、就職
希望者やその保護者、教員に市内企業の魅力を伝えきれていないことなど不十分な点があります。

●　生産年齢人口が減少している状況にあって、企業が成長していくためには技術力や生産効率の向
上が必須であり、体系的な人財育成が必要不可欠です。しかしながら多くの企業において、人的態
勢、時間、情報等の不足により、人財育成に十分に取り組むことが難しい状況となっています。

●　専門的知識、技術の向上のための人財育成を企業単独で行うことは難しく、高専・大学及び研究
機関（以下「学術研究機関」という。）との連携による人財育成が求められていますが、研修内容や実
施時期と企業ニーズとのマッチングの問題などから、既存の研修体制を十分に活用できていません。

●　製品のコスト削減や品質向上のため、技術開発に取り組みたいと考えている企業は多くあります
が、企業単独での取組には限界があり、企業同士や研究機関と連携して取り組むことが求められま
す。一方で、「共同研究や共同開発の進め方がわからない」「相談先がわからない」という声が多く、
研究機関等との連携が進まず、研究開発に結びついていないのが現状です。

●　市内には一関高専や県南技研があり、豊富な地域資源を有するなど恵まれた環境にあります。し
かし、企業間や学術研究機関との連携が進んでいないこと、人財や情報の不足等により新たな事
業に取り組む余裕がないことなどから、恵まれた環境を十分に生かしきれていません。

●　企業の課題解決のためには、地域で相談して実証実験、社会実装ができる環境が求められま
す。市内には一関高専や県南技研があり、企業の課題解決のための環境がありますが、企業側か
らは敷居が高い、相談していいのかわからないという声があり、企業と学術研究機関を結びつける
コーディネート役が必要です。

●　ものづくりを取り巻く環境が変化（Society5.0、５Ｇ、ＤＸ、ＡＩなど）していますが、それらに対応
できる人財などの経営資源が不足する中小企業においては、単独で急激な変化に対応することが
難しい状況となっています。

●　一関市は、東北のほぼ中央に位置し、東北新幹線の停車駅や東北自動車道のインターチェンジを
有するなど交通の要衝であり、地理的優位性を持っていますが、それを十分に生かしきれていません。

ＵＩＪターン・・・Ｕターンは、地方からどこか別の地域へ移り住み、その後また元の地方へ戻り住むこと。Ｉターンは、生まれ
育った地域（主に大都市）からどこか別の地方へ移り住むこと。Ｊターンは、地方からどこか別の地域（主に大都市）に移
り住み、その後生まれ育った地方近くの（大都市よりも規模の小さい）地方大都市圏や、中規模な都市へ戻り住むこと。
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●　将来を見通したＩＴ関連企業の誘致を行うためには、サテライトオフィス＊施設の整備など、企業が
事業展開しやすい環境を整備する必要があります。

●　一関高専の学生等技術者を市内にとどめるためには、起業者の支援を目的としたインキュベーショ
ン＊施設の整備や、起業を行いやすい環境などの支援体制を整備する必要があります。

●　ＳＤＧｓについては、17の目標と169のターゲットに社会が抱える課題が網羅されており、課題の
中には多くのビジネスチャンスがあります。企業がこれらの課題に取り組み社会課題を解決すること
で、持続可能な社会づくりに貢献している企業として、企業イメージの向上や新たなビジネスに結び
つくといった効果が期待されます。

　　市内企業がこのようなメリットを早くから広範に享受するためには、市内企業がＳＤＧｓの基本理
念を理解し早期に取り組む必要があります。

一関市工業振興計画（令和4年度～令和8年度）

サテライトオフィス・・・企業または団体の本拠から離れたところに設置されたオフィスのこと。
インキュベーション・・・「ふ化」という意味から転じた経済用語で、新規に事業を起こすことを支援すること。
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　一関市は、東北のほぼ中央に位置し、東北新幹線の停車駅や東北自動車道のインターチェンジを
有するなど交通の要衝であり、産業集積が進む北上川流域・広域仙台の両地域や沿岸地域との連携
を図るための重要な位置にあります。
　また、一関高専や県南技研などの学術研究機関に恵まれ、人財育成や地域企業の技術力・経営力
の強化を支援する体制が整っています。
　さらに、豊富な地域資源を生かし、農商工連携による新たな産業の創出が期待されます。
　企業同士や産学官金が連携し、本市の優位性を発揮しながら地域が活力ある経済活動を持続させ
るため、「人と地域をみがき 創造性豊かな ものづくりを目指します」を基本理念に掲げ、産業の振興
に取り組んでまいります。

　人口減少や少子高齢化による生産年齢人口の減少に対応した若者等の人財確保への支援や今後
の産業界に必要とされるデジタル人財・イノベーション人財の確保・育成への支援を行い、社会の変化
に対応し改善・向上に努める人財による強い企業を目指します。

　産学官金が連携し地域資源を活用した地域内発型産業の振興やデジタル化に対応した取組への
支援を行い、新製品や新技術の開発による強い企業を目指します。

　地域企業の技術力・経営力の強化への取組や雇用の場の確保のための企業・事業誘致に取り組む
とともに、各種支援制度による支援を行い、生産能力の向上・生産効率の向上による強い企業を目指
します。

　次章において基本方針に掲げた目標を達成するための工業振興戦略を設定し取り組みます。

⑴　人財確保による企業力の向上
⑵　地域連携による企業力の向上
⑶　産業基盤の確立による企業力の向上

基本理念

基本方針

1

2
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基本理念・基本方針基本理念・基本方針
第 章3

人と地域をみがき 創造性豊かな ものづくりを目指します

1 人財確保による企業力の向上

2 地域連携による企業力の向上

3 産業基盤の確立による企業力の向上



計画の指標3
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№

１

２

３

４

５

基本方針
区分

⑴

⑴

⑵

⑶

⑶

指標

従業者数（人）

新規高卒者の
管内就職率

（％）

従業員１人当
たりの粗付加
価値額（万円）

誘致企業数
(社)

新規雇用者数
（誘致企業に
よる）（人）

指標の説明

雇用状況を示
す数値

若者の地元定
着状況を示す
数値

市内企業の状
況を示す数値

就労の場の確
保を示す指標

（累計）

就労の場の確
保を示す指標

（計画期間内
の累計）

現状

10,796
（令和元年度）

47.4
(令和3年4月末

現在)

765
（令和元年度）

27
(令和3年3月末

現在)

582
(令和3年3月末

現在)

目標
（令和8年度）

10,100

55.0 

790

39

200

現状把握の方法

工業統計調査

ハローワークの
職業紹介状況に
よる（管内就職者
/就職者全数）

工業統計調査
（粗付加価値額/
従業者数）

実績による

誘致企業調査に
よる

第
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章
—
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第
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—
計
画
の
実
現
に
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て

第
3
章—
基
本
理
念
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基
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針

第
5
章
—
推
進
事
業

目標設定の考え方

令和元年度従業者数
10,796人に一関市人口ビ
ジョンで設定した将来展
望シミュレーションによ
る令和2年に対する令和
7年の生産年齢人口の割
合（91.7％）を乗じ、新規
雇用者数200人を加えた
10,100人を目指す。

令和２年度実績47.4％の
7.6％増を目指す。
※総合計画の令和７年度
目標値55.0％

790万円を目指す。

毎年２社の増を目指す。

平成29年度～令和3年度の
誘致企業５社の平均20人
に目標誘致企業数10社を
乗じた200人を目指す。
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　前章で述べた基本理念及び基本方針に基づき、一関市の工業の現状と課題を踏まえ、第２期一関
市まち・ひと・しごと創生総合戦略で示された、人口減少や少子高齢化の進行による生産年齢人口の
減少への対応として、これまで以上に重要となる人財確保対策事業を推進するとともに、Society5.0
やＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の取組など社会の変革に対応するための計画として、次の
６つの工業振興戦略を設定します。
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工業振興戦略工業振興戦略
第 章4

人と地域をみがき
創造性豊かな  ものづくりを目指します

①
人財確保による
企業力の向上

②
地域連携による
企業力の向上

③
産業基盤の確立に
よる企業力の向上

③
　地
域
内
発
型
産
業
の
振
興

④
　産
学
官
金
連
携
に
よ
る
地
方
創
生
の
推
進

①
　デ
ジ
タ
ル
人
財
の
確
保

②
　イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
人
財
の
育
成

⑤
　地
域
企
業
の
技
術
力・経
営
力
の
強
化

⑥
　企
業・事
業
誘
致
の
推
進

基本理念

基本方針

戦略



　人口減少や少子高齢化の進行による生産年齢人口の減少に対応した若者等の人財確保の支援や、
Society5.0、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進などのデジタル社会に対応できる人財の
確保対策に取り組みます。

○　若者等ものづくり人財確保支援　　　
　地域企業と学生・社会人等の交流、情報交換及びマッチング機会の場を設けるため、関係機関と
連携を図りながら、就職ガイダンス、企業説明会、企業情報交換会などを実施し、ものづくりを支え
る人財の確保を支援します。また、地域企業の求人情報の発信などを支援するため、無料職業紹介
所、ジョブカフェ一関運営事業などを推進します。
　また、学生、教職員、保護者をはじめ、地域住民の地域企業に対する理解を促進する機会の拡
充に努めます。
　さらに、少子化による労働力人口の減少に対応するため、障がい者雇用に対する支援や外国人
労働者の受入れなど、あらゆる人財確保支援について検討します。

○　専門技術人財確保支援
　専門的な知識、技術を持った求職者と、専門的技術者等の人財を求めている地域企業の情報を
つなぎ、専門技術人財の確保を支援します。
　さらに、これからますます地域企業にとって必要とされる、デジタル社会に対応可能な専門的技
術者の人財の確保支援について取り組みます。
　他方で高度化するデジタル技術の性能を最大限に活用するためには、優れたアナログ技術が欠か
せないとされており、アナログ技術者の技術・技能の継承や人財育成についても並行して行います。

○　ＵＩＪターン人財確保支援
　一関市出身の大学生や市外から市内企業への就職を希望する方に対して市内企業の求人情報を
提供するなどＵＩＪターン希望者と市内企業のマッチングを進めるとともに、ＵＩＪターン者を雇用し
た企業に対する人財育成の支援を行います。

○　就職情報適応システムの活用
　若者等の求職者が市内企業の情報を入手しやすくなるように市のホームページから企業情報を
参照できるＷｅｂシステムによる情報提供を実施します。
　併せて、本システムを活用して就職ガイダンスの開催等の情報も発信し、市内企業への就職活動
の機会を提供します。
　また、市内企業を身近に感じていただくため、市内の小・中・高等学校において本システムによる
市内企業の検索や調査などの活用を推奨します。

デジタル人財の確保1
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○　若者等ものづくり人財確保支援
○　専門技術人財確保支援
○　ＵＩＪターン人財確保支援
○　就職情報適応システムの活用
○　移住定住支援
○　インターンシップの促進
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○　移住定住支援　　　
　市内への移住・定住の促進が市内企業の人財確保につながるよう、移住・定住を所管する部署と
の連携を図りながら、仕事と居住の支援を一体的に取り組みます。

○　インターンシップの促進
　新規学卒者の地域内就職を促進するため、教育機関と連携し、地域企業において学生の研修を
受け入れるインターンシップ（就業体験）、仕事を体験する職場研修や企業見学会など、学生と地
域企業の相互理解及び交流を促進します。
　また、都市部の学生等が長期休暇などを利用して地方で働く「ふるさとワーキングホリデー」や、
学生が企業の課題解決に企業と共同で取り組む長期インターンシップの実施について検討します。

　持続的、発展的なイノベーションを創出し、企業の成長と競争力強化を図るため、産学官金が連携
し、新産業や新分野における社会の様々な分野で幅広く活躍する高度なスキルを身に付けられるよう
人財の育成を支援します。

○　産業を支えるものづくり人財育成支援　　　
　地域企業の人財育成として、技術・技能の習得を促進するため、一関高専や県南技研などの学術
研究機関と連携を図りながら、企業ニーズの高い品質管理・分析技術などの研修を実施します。
　また、職業能力開発機関などと連携を図り、地域企業が行う社会人教育や職業能力開発への支
援を行うとともに、一関高専が実施する公開講座への支援を行います。

○　専門的技術・技能人財育成支援
　熟練技術者の持つ技術やノウハウなどを継承するため、熟練技術の可視化や技術・技能人財の
育成を支援します。
　また、一関高専や県南技研などの学術研究機関と連携を図りながら、市内企業の専門的技術・
技能のレベルの向上やイノベーションを創出する人財の育成を支援します。

○　次代を担う人財育成支援
　次代を担う人財を育成するため、県南技研が開催する小学生などを対象としたキッズサイエンス
など、子どもたちの創造力や探求心を育てる活動を支援するとともに、一関高専による小・中学生を
対象としたプログラミング教育の出前講座や、少年少女発明クラブの活動を支援します。また、中学

イノベーション人財の育成2

○　産業を支えるものづくり人財育成支援
○　専門的技術・技能人財育成支援
○　次代を担う人財育成支援
○　体系的な人財育成支援
○　多様な働き方に適応した人財育成支援
○　将来を担う人財の育成と企業経験者の活用
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生の「社会体験学習事業」や「最先端科学体験研修事業」の実施など、教育委員会などと連携した
キャリア教育*の充実を図り、職業観・勤労観の醸成を支援します。

○　体系的な人財育成支援　　　
　人財育成に体系的に取り組むため、関係機関と連携し、企業ニーズに応じた各世代・各ステージ
における人財育成事業を推進するとともに、人財育成事業に関する情報の一元化に取り組みます。
　また、企業の持続的発展を支えるため、若手社員のスキルアップを図るとともに、職場の活性化
や若手社員の指導を担う中堅社員の育成、技術の継承を支援します。

○　多様な働き方に適応した人財育成支援
　一人ひとりが意欲を持って働きながら豊かさを実感できるようにするため、ワークライフバランス*
の実現に向けた取組に対する支援を行うとともに、時間や場所を有効に活用できるテレワークの普
及啓発に取り組みます。
　また、家庭教育や仕事と私生活の両方を充実させる働き方・生き方などを学べるよう、企業を対
象にした子育て支援（家庭教育）、男女共同参画に関する普及啓発を促進します。
　就職氷河期世代の就職希望者や障がい者の雇用など、多様な人が働く機会を得て、職業生活を
通じて自立した生活が送れるよう支援します。

○　将来を担う人財の育成と企業経験者の活用
　最先端技術や研究成果から派生する新たな産業の創出が予想される国際リニアコライダーの誘
致の動きを見据え、中学生などを対象にしたＩＬＣ特別授業を実施するなど、将来を担う人財の育成
及びその支援に取り組みます。
　また、知識、経験、技能や技術を有する企業退職者などの人財活用を促進し、地域企業の技術
力向上などを図ります。

地域内発型産業の振興3
　活力ある経済活動を持続させるためには、地域資源を活用し創意工夫による地域内発型産業の振
興が必要です。関係機関と連携しながら、魅力ある地域資源を最大限に生かした地域内発型産業の
振興に取り組みます。

○　地域内発型産業の創出支援
○　地域資源を活用した農商工連携推進支援
○　地域内循環事業への支援
○　地元企業のＰＲによる地域内外企業との連携
○　起業者の創出支援
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キャリア教育・・・キャリアは職業生活のこと。望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技術を身に付けさせるとと
もに、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育のこと。

ワークライフバランス・・・一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生
活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できること。
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○　地域内発型産業の創出支援
　地域内発型産業の創出を支援するため、企業、学術研究機関、産業支援機関、商工会議所、観
光協会、農業協同組合、森林組合、金融機関、行政等が連携を深め、一体となった支援体制の確
立を図ります。また、起業から経営安定までの各ステップにおける課題解決を支援するため、各支
援機関の担う役割の明確化及び相談窓口の体制整備について検討します。
　技術開発や共同研究を支援するため、国・県などの補助制度の積極的な活用を促進するととも
に、新製品・新技術開発補助事業による支援を図ります。また、貸し研修室の利用を促進し、産学
官金連携による研究開発、共同研究を支援します。
　一関高専や県南技研などの学術研究機関、産業支援機関と連携し、専門家による地域企業への
技術指導や技術改善などを支援するとともに、各機関のシーズと地域企業のニーズが結びつき、新
たな創造につながるよう、両者の情報共有・意見交換を促進します。

○　地域資源を活用した農商工連携推進支援
　地域の資源や特性を生かし、企業間連携による新産業・新事業の創出支援、起業・創業支援、
農商工連携・６次産業化などを支援し、他地域の先進事例、成功事例の普及啓発を行い、機運の
醸成を図ります。また、産業支援機関などによる農産物等の生産者と製造業者の連携などに関す
る各種相談やマッチング・コーディネート支援の活用を促進します。
　企業間連携による新産業・新事業創出を支援するため、製造業データベースの活用を促進し、地
域内企業の製品や技術、シーズ、ニーズなどの情報収集、提供に努めます。また、企業情報交換会
や産学官交流会の開催などにより、同業種、異業種間の交流を促進します。

　　
○　地域内循環事業への支援

　太陽光などの自然エネルギーとともに、市内で発生する廃棄物やバイオマスなどをエネルギー資
源と捉え、その活用による二酸化炭素排出量の削減の取組や、地域内で資源やエネルギーが循環
する「資源・エネルギー循環型」産業への参入を促進するため、バイオマスの利活用や資源・エネル
ギーの循環に関する普及啓発、人財育成を図ります。
　また、地域内で資材を調達することや、サービスを依頼するなどの地域内経済循環についても可
能な範囲で取り組みます。

○　地元企業のＰＲによる地域内外企業との連携
　企業の自社製品や技術力などの魅力を広く情報発信し、企業の製品・技術への理解を深めるた
め、製品を展示するなど、積極的なＰＲに努めます。
　企業間連携や受発注などの一層の促進を図るため、地域経済分析システム（RESAS（リーサ
ス））の利用や製造業データベースの有効活用の促進を図るとともに、魅力ある情報発信の支援を
行います。
　新たな取引市場の開拓を支援するため、産業支援機関と連携を図り、各種最新の情報を提供す
ることで受発注取引などの支援を行います。

○　起業者の創出支援
　起業時における負担を軽減するため、各種融資制度や補助制度などの情報を提供します。
　また、ＩＴ事業をはじめとする新規事業の拠点としての貸しオフィスなどの整備、利用促進に取り
組むとともに、一関高専や県南技研による技術、研究開発の支援体制や各種ネットワークなどの強
みを生かした支援を実施します。
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　地域の特性を生かし、市内企業の持続的な成長を促すため、産学官金の連携による地方創生の推
進に取り組みます。

○　産学官金連携・地域企業の連携強化
　工業集積が進む北上川流域と広域仙台地域、さらに沿岸地域との結節点であるという優位性を
生かしたネットワークづくりを進め、企業活動の展開を支援します。また、工業振興における諸課題
について、中東北エリアの産学官金それぞれが有する知見やノウハウを活用し、課題解決に向けて
協議できる場やネットワークの構築を推進するとともに、課題に関連する県内外の研究機関・産業
支援機関などとのネットワーク構築について検討を行います。
　既存ネットワーク組織の連携を促進するため、企業情報交換会や産学官金交流会の開催などに
よりネットワーク組織相互の交流と連携に取り組みます。

○　デジタル化への支援及びＩｏＴを活用した新事業展開支援
　人財の不足を補い、生産性の向上を図るためにはＩＣＴの効果的な利用が不可欠となることか
ら、ＩＣＴの積極的活用によるデジタル化の達成を支援します。
　ＩｏＴなどの技術革新や経営環境の変化に対応するため、企業の経営者や管理職などを対象と
した各種講習会などの啓発事業を支援します。
　ＩｏＴの普及を見据えた新しい事業展開に向けた取組を支援します。

○　ＩＬＣ関連産業への参入支援
　政府がＩＬＣの日本誘致を早期に決定するよう、県や周辺自治体、関係団体等と連携して働きか
けるとともに、加速器関連産業集積圏域の形成に向け、産学官金の交流、連携機会の創出を図り
ます。
　また、ＩＬＣ関連セミナーの開催などを通じ、ＩＬＣや加速器に関する普及啓発、関連産業への参
入促進を図ります。

　　
○　ＩＣＴ関連分野の企業集積・起業支援

　サテライトオフィスやテレワーク等に利用できる施設の整備について検討を進めるとともに、経済
波及効果の高いＩＣＴ関連分野の企業集積・起業支援に取り組みます。

産学官金連携による地方創生の推進4

○　産学官金連携・地域企業の連携強化
○　デジタル化への支援及びＩｏＴを活用した新事業展開支援
○　ＩＬＣ関連産業への参入支援
○　ＩＣＴ関連分野の企業集積・起業支援
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　地域企業の持続的成長を促すため、産学官金連携、学術研究機関との連携により、地域企業の技
術力・経営力の強化に取り組みます。

○　生産技術力・品質管理の向上支援
　高品質化への取組を支援するため、一関高専や県南技研などと連携を図り、技術講習や品質管
理検定などの開催による品質管理・分析技術などの技術・技能習得を支援するとともに、技術相談
などの体制強化を支援します。
　また、高品質化への支援体制を強化するため、県南技研の試験・分析機器の充実を支援するとと
もに、技術相談、分析や分析結果への対応などのサポート体制の強化を支援します。

○　産学官金連携による地域企業力の強化支援
　企業の技術力・経営力強化を図るため、企業、学術研究機関、産業支援機関、商工会議所、金
融機関、行政などが一体となった支援体制を確立し、施策を展開するとともに、情報の一元化を図
ります。また、産業支援機関などと連携を図りながら、地域企業の技術力・経営力強化に向けた総
合的なフォローアップ体制の充実を図ります。
　経営に係る課題解決を支援するため、産業支援機関や商工会議所などと連携し、窓口相談、専
門家派遣、セミナー、研修会などの各種事業の情報を提供します。
　成長産業への参入を促進するため、各種制度やセミナーなどの情報提供を行うとともに、産業支
援機関などによるコーディネート活動を支援します。

○　学術研究機関との連携強化支援
　学術研究機関や産業支援機関と連携し、専門家による地域企業への技術指導や技術改善など
を支援するとともに、各機関のシーズと地域企業のニーズが結びつき、新たな創造につながるよう、
両者の情報共有・意見交換を促進します。

　　
○　緊急事態に備えた環境の整備

　頻発する自然災害に備えて防災対策に取り組み、災害に強いまちづくりを進めるとともに、緊急事
態に備えてあらかじめ対処の方策について定めるＢＣＰ（事業継続計画）策定などのリスクマネジメ
ント力の向上のための支援を行います。

地域企業の技術力・経営力の強化5

○　生産技術力・品質管理の向上支援
○　産学官金連携による地域企業力の強化支援
○　学術研究機関との連携強化支援
○　緊急事態に備えた環境の整備　
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　就労の場の確保や地域活力の維持・発展を図るため、地域の優位性を生かし多様な企業ニーズに
対応した企業・事業誘致に取り組みます。

○　企業誘致活動の展開
　企業誘致活動を強化するため、企業誘致体制の充実を図り、本市の持つ優位性を発揮しなが
ら、地域企業・研究機関・産業支援機関などのネットワークを活用した多様な誘致活動に取り組み
ます。また、本市の立地環境や優遇制度などを広く情報発信するため、多様なメディアを活用すると
ともに、首都圏での展示会へ出展するなど誘致活動を展開します。
　誘致活動に当たっては、ワンストップサービス*の体制を強化するとともに、関係機関と連携し、効
果的な誘致活動を展開します。また、社会経済や他地域の動向を踏まえながら、企業ニーズに迅速
に対応できるよう、必要に応じて支援制度の見直しを行います。
　立地後の支援については、人財確保・育成、技術の高度化、地域連携など地域企業としての総合
的なフォローアップを図ります。
　「研究開発部門」を有する企業や機関の誘致を目指しながら、地域の特性である「電気・電子・
機械・食品部門」、「自動車関連部門」、世界的に求められている「環境・エネルギー・情報部門」
を重点とした企業誘致に取り組みます。また、地域の活力を維持するため、市内への本社機能の移
転や拡充を促進します。

○　事業誘致活動の展開
　企業の関連事業への二次展開や新分野への参入の取組を支援し、新産業、新事業の創出を図
ります。
　また、テレワークの普及やワーケーション*などの勤務形態の変化をチャンスと捉え、本市の持つ
優位性や優遇制度を広くＰＲしながら事業誘致活動に取り組みます。

○　産業用地の整備
　企業の立地動向を見極め、地域との調和に配慮しながら、新たな産業用地の整備について検討
します。また、企業ニーズに応じて、遊休地等を活用した小規模な産業用地の整備、貸し工場の整
備等、多様な整備手法について検討します。　

企業・事業誘致の推進6

○　企業誘致活動の展開
○　事業誘致活動の展開
○　産業用地の整備
○　企業が事業展開しやすい環境の整備
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ワンストップサービス・・・複数の部署等に分散している関連した手続きについて、窓口を一本化すること。
ワーケーション・・・ワークとバケーションの造語。観光地やリゾート地などで、テレワークを活用し、働きながら休暇を取る

過ごし方。
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○　企業が事業展開しやすい環境の整備
　企業の多様なニーズに対応するため、空き工場や空き倉庫などの物件情報の収集に努め、所有
者の協力を得ながら情報提供を行います。
　地域企業の持続的発展や事業拡大を促進するための支援について時期を捉えて行います。
　また、企業誘致を促進するため、社会経済や他地域の動向を踏まえながら、企業ニーズに迅速
に対応できるよう、必要に応じて支援制度の見直しを行います。
　さらに、広域幹線道路等の整備や工業団地などへの工業用水の確保について必要に応じて検討
を行います。
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戦略の指標7
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戦略

１．デジタル
人財の確保

２．イノベー
ション人財
の育成

３．地域内
発型産業の
振興

４．産学官
金連携によ
る地方創生
の推進

５．地域企業
の技術力・経
営力の強化

６．企業・事
業誘致の推
進

指標

企業で若者等人材
育成支援事業補助
金を活用した新規
採用者の数（人）

地域企業の新規雇
用者数（人）

市が行う人財育成
事業の受講者数

（人/年）
※総合計画指標

新製品・新技術開
発の件数（件）
※合併後累計、総
合計画指標

ＳＤＧｓの理念に
沿った取組をして
いる企業数（件）

製造業の製造品出
荷額（億円）
※総合計画指標

岩手県南技術研究
センター試験分析
件数（件）
※総合計画指標

ＢＣＰ策定企業割
合（％）
※国土強靭化地域
計画指標

誘致企業数(社)
※再掲

新規雇用者数（誘
致企業による）

（人）
※再掲

指標の説明

地域企業の雇用
状況を示す指標

地域企業の雇用
状況を示す指標

人財育成の取組
を示す指標

技術力向上など
を目指す姿勢の
高まりを読みと
る指標

ＳＤＧｓの取組
を示す指標

市内企業の生産
状況を示す指標

高い品質を求め
る姿勢の高まり
を読みとる指標

リスクマネジメ
ントの向上を読
みとる指標

就労の場の確保
を示す指標

（累計）

就労の場の確保
を示す指標

（累計）

現状

74
（令和２年度）

331
（令和２年度）

52
（令和元年度）
令和２年度中止

138
（令和２年度）

―

1,884
（令和元年度）

1,117
（令和２年度）

20
（令和２年度）

27
(令和3年3月末

現在)

582
(令和3年3月末

現在)

目標
（令和8年度）

110

330

60

180

150

1,940

1,100

30

39
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現状把握の方法

実績による

ハローワークの職業
別常用有効求人・求
職対照表による

実績による

研究機関などへの実
績調査による

アンケート調査など
による

工業統計調査

岩手県南技術研究セン
ター実績による把握

アンケート調査による

実績による

誘致企業調査による

目標設定の
考え方

110人を目指す。

現状の維持を目
指す。

おおむね10％の
増を目指す。
※総合計画のＲ
７目標値60

毎年おおむね７
件の増を目指す。

150社を目指す。

おおむね３％の
増を目指す。

毎年、同程度の
試験分析件数を
目指す。

おおむね10％の
増を目指す。

主な指標に記載

主な指標に記載
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推進事業推進事業
第 章5

　本章では、一関市の工業の現状と課題を踏まえ、基本理念・基本方針を定め今後５年間で重点的
に取り組む施策の方向性を工業振興戦略として設定し、戦略による目標を実現するための具体的な推
進事業をピックアップし示します。
　また、ＳＤＧｓの理念を踏まえ、推進事業はＳＤＧｓで示された17のゴールのうち、関連するゴール
を意識して実施することとします。

ＳＤＧｓにおける17のゴール
一関市は令和３年５月21日に
「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されました

1　貧困をなくそう
・世界や国内の貧困や格差の問題を知ろう
・フードバンク活動に協力しよう

9　産業と技術革新の基盤をつくろう
・身近なインフラ整備がどのようにできているか
考えてみよう

10　人や国の不平等をなくそう
・さまざまな国の文化について調べてみよう
・手話や点訳、音訳などについて調べてみよう

11　住み続けられるまちづくりを
・地域の活動に参加し、よりよいまちづくりに
ついて考えてみよう

12　つくる責任　つかう責任
・ものを大切にしよう
・ごみの分別を徹底し、リサイクルを心掛けよう

13　気候変動に具体的な対策を
・冷暖房の設定を控えめにするなど、日頃から
地球温暖化防止を意識した行動を心掛けよう

16　平和と公正をすべての人に
・選挙に行くなど、積極的に政治に参加しよう
・子供たちを暴力や犯罪から守ろう

17　パートナーシップで目標を達成しよう
・みんなで協力して社会課題や地域課題に取り
組もう

14　海の豊かさを守ろう
・地域の清掃活動に参加し、ごみを捨てにくい
環境をつくろう
・エコバッグを使用しよう

15　陸の豊かさも守ろう
・植林活動や森づくりに参加してみよう
・ティッシュペーパーや紙を無駄にしないように
しよう

2　飢餓をゼロに
・地産地消に取り組もう
・「もったいない」を意識して、食べ残しを減らそう

5　ジェンダー平等を実現しよう
・仕事も家事も子育ても、家族が協力し合って
分担しよう

8　働きがいも経済成長も
・ワークライフバランスを考えて、上手に働こう

7　エネルギーをみんなに そしてクリーンに
・使わない時は電化製品のコンセントを抜くなど、
節電を心掛けよう

6　安全な水とトイレを世界中に
・水を無駄にしないように蛇口をこまめに締め
よう

4　質の高い教育をみんなに
・地域の祭りや行事に参加するなど、子供たちの
体験や交流を豊かにする応援をしよう

3　すべての人に健康と福祉を
・定期的に健（検）診を受けよう
・運動の習慣化、食生活の改善など、健康に気を
遣おう
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番号

１

２

３

４

５

６

番号

１

２

３

４

推進事業

女性にやさしい職場環
境整備事業費補助金

就職情報適応システム
活用事業

「一関で働こう」就職
ガイダンス開催事業

就職氷河期世代就労移
行訓練事業

就職仲介システム活用
支援事業費補助金

移住定住家賃補助金

推進事業

中東北就職ガイダンス
開催事業

地域企業情報ガイダン
ス開催事業

中東北専門技術人材確
保支援事業

ジョブカフェ一関運営
事業

属性

雇用環境改善

就職マッチング

就職マッチング

就職マッチング

就職マッチング

移住・定住支援

属性

企業ガイダンス

企業ガイダンス

就職マッチング

就職マッチング

概要

女性の視点に立って従業員が就労しやすい環境を目指し、事
業所建物内の整備を行った場合に、整備に要した経費の一部
を補助します。

市内企業情報を参照できるＷｅｂシステムにより、若者等の
求職者に対して情報を提供します。
また、市内の小・中・高等学校でＷｅｂシステムを活用した
検索や調査などができることを周知し、市内企業のＰＲを図
ります。

市内企業への就職を希望する学生等に市内企業の情報を発信
するためＷｅｂを利用したオンラインガイダンスを年に複数
回実施します。

市内、市外の就職氷河期世代の実態やニーズを踏まえ、就職
支援を行うとともに、受け入れを行う市内企業を支援します。

市内企業が人財確保のため有料職業仲介システムを活用する
にあたり、発生する掲載料の一部を補助します。

市内に２人以上で転入した場合に、賃貸住宅の家賃の一部を
補助します。

概要

中東北エリアの企業の人財確保を支援するため、オンライン
も含めたガイダンスを開催します。

地域企業への理解を促進するため、一関高専４年生と工業系
の高校生及びその保護者、教職員を対象に、企業との情報交
換会を開催します。

中東北エリアにおいて、専門的、技術的な職業を希望する方々
に、企業情報を提供し、就職を支援するとともに、企業の人
財確保を支援します。
また、今後企業が求めるＩＴ人財の情報収集を行います。

若者の就職支援や人財育成、出前講座などのキャリア教育支
援を実施します。

（基本方針１：人財確保による企業力の向上）

1　デジタル人財の確保

【新規事業】※今期計画策定時より新たに取り組む事業

【継続事業】
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番号

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

推進事業

地 域 若 者 サ ポ ー ト ス
テーション事業

新卒技術者地元定着促
進対策事業

若者地元就業定着支援
事業

企業見学会

若者等人材育成支援事
業補助金

地域企業魅力発見事業

インターンシップ促進
助成金

ＵＩターン希望者向け
情報発信事業

移住支援補助金

移住者住宅取得補助金

属性

就職マッチング

企業見学会

企業見学会等

企業見学会

若者就職支援

若者就職支援

若者就職支援

若者就職支援

移住・定住支援

移住・定住支援

概要

働くことに悩みを抱える若者の職業的自立を支援し、職場体
験やカウンセリング、各種セミナー等を実施します。また、
多様な人財の就職を支援します。

地域企業を理解する機会と若手技術者等との交流の機会を創
出し、卒業後の地域定着を促進するため、一関高専２年生と
教職員を対象とした企業見学会を開催します。

若者の地元就職と就業定着を図るため、新入社員や企業の人
財育成担当者等を対象としたセミナー、大学生を対象とした
事業所見学バスツアーなどを実施します。

指導者（教員）、保護者、大学進学者を対象とした企業見学
会を開催します。

新規高卒者や若者等（新規学卒者、ＵＩＪターン者）の地元
就職及び定着を促進するため、市内の事業主が新規高卒者や
若者等を雇用した場合に研修等の人財育成及び資格取得に要
した経費の一部を補助します。

市内企業の人財確保と若者等の地元定着を図るため、企業向
けの説明力・情報発信力向上勉強会や、市内高校生を対象と
した少人数制企業見学会を実施します。
また、地域企業に対する理解を促し、地元就職及び地元定着
につなげることを目的に、中学生、高校生等が地域の企業、
産業などを知る機会を提供します。

市内企業が実施するインターンシップに大学生等が参加する
際の経費（交通費・宿泊費）を助成します。

新規学卒者やＵＩターン希望者に、求人・就職情報、生活関
連情報を提供し、地元就職を支援します。

岩手県が実施するマッチング支援事業の対象求人を充足し
て、東京圏から市内に移住し定着に至った場合又は起業支援
金の交付決定を受けた場合などに、補助金を交付します。

市内への移住者が住宅を取得した場合に、その費用の一部を
補助します。

45



番号

１

番号

１

２

３

４

５

推進事業

ＩＴ人材育成プログラ
ム事業

推進事業

次世代ものづくり人材
育成事業

ものづくり産業振興事業

小・中・高等学校キャ
リア教育支援事業

女性活躍推進セミナー
実施等事業

人材育成事業

属性

人財育成

属性

人財育成

人財育成

人財育成

人財育成

人財育成

概要

一関高専や地域の企業と連携し小中学生から社会人までの体
系的なＩＴ人財育成事業をそれぞれのステージに応じて実施
します。

概要

若手社員の社会人としてのスキル向上支援と地域で働く若者
同士の企業の枠を越えた連帯感を醸成するための研修を実施
します。

ＩＣＴの活用等による高品質、高付加価値なものづくりと地
域の特性を生かした農商工連携の推進を図るための事業を実
施します。

教育委員会と連携し、中学生の５日間の社会体験学習による
職業観・勤労観の育成や小中学生を対象とした企業見学会な
どにより、地域企業の魅力を発信します。
また、小・中学生、高校生を対象とした企業見学会や出前授
業を実施します。

働く女性、働きたい女性のキャリアアップを支援するため、
仕事と生活の調和、効果的な仕事の進め方、職場でのコミュ
ニケーションスキルなど、女性が働き続けるためのセミナー
を開催します。また、企業が実施する働く女性の意識向上の
ための講習会の経費の一部を補助します。

岩手県南技術研究センターが行う人財育成事業に要する経費
に対して補助金を交付するなどの支援を行い、人財育成事業
を推進します。

（基本方針１：人財確保による企業力の向上）

2　イノベーション人財の育成

【新規事業】※今期計画策定時より新たに取り組む事業

【継続事業】
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番号

１

番号

１

２

３

４

５

6

7

推進事業

オンライン展示会等出
展支援事業費補助金

推進事業

新製品・新技術開発事
業費補助金

農商工連携、６次産業
化への支援

地元企業の積極的なPR

相談、支援体制の整備

起業者の人財育成と支援

起業者経営安定化支援
事業費補助金

農商工連携事業費補助金

属性

経営支援

属性

開発支援

セミナー

情報発信

経営支援

起業者支援

起業者支援

開発支援

概要

市内中小企業がＷｅｂ展示会やオンライン商談会に参加する
際に係る経費の一部を補助します。

概要

市内事業所が研究機関と共同により、ＩＣＴの活用等による
新たな製品開発や製造過程の生産効率の向上を図るための研
究開発事業に要した経費の一部を補助します。

農林水産業と商業工業等の連携を図り、情報収集や情報提供
などの側面支援を実施します。また、連携による取組を推進
するため、農商工連携セミナーを開催します。

市の製造業データベースなどにより、企業の魅力や特徴を広
くＰＲし、企業間連携、受発注などの一層の促進を図ること
で、地域企業の更なる発展を支援します。
また、機会を捉えて、一関ケーブルテレビなどのメディアで
地元企業のＰＲを実施します。

国の認定を受けた創業支援事業計画に基づき、市や商工会議
所等にワンストップ相談窓口を設置し、金融機関、産業支援
機関等と一体的な支援を実施します。

関係機関と連携し、起業者を育成する各種支援策を検討する
とともに、貸し研究室の利用促進を図り、起業や新産業創出
を支援します。起業を支援するため、いちのせき起業応援講
座を開設します。

新規起業者の経営の早期安定化、女性及び若者の起業意欲の
向上を図るため、３年以内に市内で起業した市民及び法人に
対し、経営する事業所の経費の一部を補助します。

市内事業者等が新たに一関市産の農林水産物を活用した加工
品を開発する場合、その開発に要する経費及び開発した商品
の販路開拓に要する経費、または加工施設や機械設備の整備
に要する経費の一部を補助します。

（基本方針２：地域連携による企業力の向上）

3　地域内発型産業の振興

【新規事業】※今期計画策定時より新たに取り組む事業

【継続事業】
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番号

１

2

番号

１

２

３

４

推進事業

ＳＤＧｓセミナー開催
事業

ＩＣＴ関連分野の企業
集積・起業支援

推進事業

ＩＴ活用セミナー開催
事業

企業ネットワークセミ
ナー開催事業

企業情報交換会開催事業

ＩＬＣ関連産業参入促
進事業

属性

セミナー

立地支援

属性

セミナー

セミナー

企業連携

セミナー

概要

ＳＤＧｓの取組について啓発する企業向けセミナーを開催し
ます。

サテライトオフィス等の施設の整備を検討します。

概要

ＩｏＴなどの技術革新や経営環境の変化に対応するため、企
業の経営者、管理職、技術者などを対象とした研修会を実施
します。

中小企業が他社（他機関）とネットワークを形成し、異業種
交流や産学官連携による資源の共有を図り、新しい事業の展
開を促進するための情報提供として研修会を実施します。

企業情報の発信と企業間交流を図るため、情報交換会を実施
します。

ＩＬＣや加速器に関する普及啓発、関連産業への参入促進を
図るため、ＩＬＣ関連セミナーを開催します。

（基本方針２：地域連携による企業力の向上）

4　産学官金連携による地方創生の推進

【新規事業】※今期計画策定時より新たに取り組む事業

【継続事業】
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番号

１

２

３

４

５

推進事業

地域企業経営強化支援
事業

生産設備等投資促進補
助金

市中小企業振興資金利
子・保証料補給補助事業

岩手県南技術研究セン
ターへの支援事業

ＢＣＰセミナー開催事業

属性

設備投資支援

設備投資支援

利子補給

学術研究機関支援

セミナー

概要

市内中小企業の事業拡大を支援し、地域の雇用創出を図るた
め、企業の設備投資に要する経費の一部を補助します。
また、ＩＣＴを活用した生産効率の向上を図るための取組へ
の誘導を図ります。

市内に工場などの設備を新設または増設した企業に対し、対
象資産に係る固定資産税相当額を補助します。
 
中小企業の振興・育成のため、事業資金の貸付金の預託及び
利子補給、信用保証料補給を行います。

県南技研を通じて地域企業等への支援を行うため、県南技研
の運営費や機器整備費に対して補助金を交付します。

従来想定していた自然災害発生時の事業継続の取組に加え
て、新型コロナウイルス感染症の拡大など、新たな課題にも
対応できるよう、ＢＣＰ（事業継続計画）の普及と策定・運
用促進を目的としたセミナーを開催し、事業継続計画策定の
重要性について啓発を行います。

（基本方針３：産業基盤の確立による企業力の向上）

5　地域企業の技術力・経営力の強化

【継続事業】
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番号

１

2

番号

１

２

３

４

5

推進事業

ＩＴ・ソフトウエア関
連企業立地促進事業費
補助金

地域未来投資促進法に
おける基本計画の策定

推進事業

企業立地促進奨励事業

立地企業操業支援事業

企業誘致推進のための
情報発信力の強化

新たな工業団地、貸し
工場の整備検討

中東北の拠点都市形成
に向けた各種環境の整
備促進

属性

立地支援

立地支援

属性

立地支援

立地支援

情報発信

環境整備

環境整備

概要

地域経済の活性化並びに雇用及び就業機会の創出を図るた
め、ＩＴ及びソフトウエア関連事業を行う企業が市内に事業
所を開設する場合に要する経費の一部を補助します。

地域未来投資促進法に基づき固定資産税の課税免除を行いま
す。また、基本計画に基づき、地方創生推進事業を実施します。

概要

市内に工場などを設置した企業の設備投資に対して補助金を
交付します。 

新規立地企業の操業にあたり、新規採用者に係る人財育成事
業に要する経費に対して補助金を交付します。
 
市のホームページやＤＶＤを作成し、市の立地環境や各種優
遇制度などを情報発信します。

企業の立地動向を見極めながら、新たな工業団地、貸し工場
の整備について検討します。

アクセス道路などのインフラ整備のほか、情報・通信網や医
療・子育て支援体制などの充実を促進します。

（基本方針３：産業基盤の確立による企業力の向上）

6　企業・事業誘致の推進

【新規事業】※今期計画策定時より新たに取り組む事業

【継続事業】
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　本章では、それぞれの企業や機関が担う役割を明確にし、本計画の実現に向けた体制づくりの方
向性について述べます。
　本計画では、地域企業への支援をはじめとした各種施策により工業振興を図ることとし、産学官金
が共通の目標を持って、協力・連携し事業を推進していきます。
　なお、本章においてはそれぞれの役割を明確化するため、主体的な表記とします。

　地域企業は、工業振興の推進により地域経済を活性化する主役です。また、地域企業は社会の一員
であることから、良き企業市民として積極的な社会貢献活動を市民と協働して行い、豊かな市民生活や
まちづくりを進めます。
　地域企業は、企業活動を継続して行うため、経営基盤の強化や経営革新など自助努力を進めるとと
もに、地域の資源を活用した新事業への展開などを産学官金連携、企業間連携により取り組みます。

　産業支援機関や商工関係団体などは、それぞれが得意とする専門分野を中心に、支援機能の充実
と強化を図り、経営の改善や安定化、企業の研究開発、人財育成などを補完・支援します。
　また、保有するネットワークを活用し産学官金連携の重要な結節機関としての役割や業種を越えた
企業間連携の支援を行います。
　特にも一関高専や県南技研などの教育研究機関は、研究・技術開発による新事業創出などの支援
の要であり、関係機関との連携を図りながら、企業からの技術相談・研究開発支援・技術展開などの
支援を行います。

　一関市は、社会経済の情勢、地域の現状や企業ニーズの的確な把握に努め、ワンストップサービス
の体制づくりや、有機的なネットワークづくりのための交流の場の提供など、企業の事業活動が行いや
すい環境づくりを推進します。
　また、産業支援機関や商工関係団体、教育研究機関、国や県、近隣自治体など各機関の支援事業
が、より効果的なものとなるよう調整を図るとともに、各施策の適切な進行管理を行い、環境の変化な
どを勘案しながら、必要に応じ適宜施策の見直しを行います。
　さらに、国や県との連携を強化し、各種制度の情報収集に努めるとともに、積極的な活用を図ります。

地域企業、支援機関等及び行政の役割1
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計画の実現に向けて計画の実現に向けて
第 章6

地域企業

産業支援機関、商工関係団体、教育・研究機関等

行政

1－１

1－2

1－3



　本計画をより実効性のあるものとするため、産学官金など関係者による「一関市工業振興戦略推進
会議」を継続して設置し、推進方策の協議、推進状況の点検及び評価をしながら進行管理に努め、計
画の推進を図ります。

計画推進体系2

52

一関市工業振興計画（令和4年度～令和8年度）

ＩｏＴの活用
アプリケーション
クラウド
通信／ネットワーク
ビッグデータ
各種センサー

ＡＩ
プログラミング
ライブラリ
データ解析

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

産業支援
機関など

商工関係
団体など

教育研究
機関など

連携・協働

持続可能な社会の推進

デジタル人財の確保
イノベーション人財の育成
地域内発型産業の振興
産学官金連携による地方創生の推進
地域企業の技術力・経営力の強化
企業・事業誘致の推進

人財確保・地域連携・産業基盤の確立

モノと情報通信
が一体化する
社会への適応

地域企業誘致企業 起業者

工業振興戦略

計画
Ｐ

改善
Ａ

ＩＴ人財
の育成

起業支援

生産年齢人口
減少への対応

生産性の向上

基本理念：人と地域をみがき 創造性豊かな ものづくりを目指します

行政関係
機関など
（国県市町）

市民・各種
団体など

金融機関
など

ＳＤＧｓの基本理念を
踏まえた事業の推進

計画の推進・点検・評価・改善

一関市工業振興
戦略推進会議

推進
Ｄ

評価
Ｃ

第
１
章
—
計
画
策
定
の
趣
旨

第
4
章
—
工
業
振
興
戦
略

第
6
章
—
計
画
の
実
現
に
向
け
て

第
3
章—
基
本
理
念
・
基
本
方
針

第
5
章
—
推
進
事
業

一
関
市
の
工
業
を

取
り
巻
く
現
状
と
課
題

第
2
章—
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資料編資料編

一関市工業振興計画（平成29年度～令和３年度）の指標の実績

基本方針
　（１）人づくりによるものづくり技術力の向上
　（２）地域企業の活性化と地域連携による企業力の向上
　（３）企業・事業誘致による産業集積

計画の指標1

№

１

２

３

４

５

基本
方針
区分

⑴

⑴

⑵

⑶

⑶

指標

従業者数（人）

新規高卒者の
管内就職率

（％）

従業員１人当
たりの粗付加
価値額（万円）

誘致企業数
(社)

新規雇用者数
（誘致企業に
よる）（人）

指標の説明

雇用状況を示
す数値

若者の地元定
着状況を示す
数値

市内企業の状
況を示す数値

就労の場の確
保を示す指標

（累計）

就労の場の確
保を示す指標

（計画期間内
の累計）

現況
（現計画策定時）

10,795
（平成26年度）

50.9
（平成27年度）

702
（平成27年度）

＿

＿

目標
（Ｒ3）

9,850

60.0

 
715

10

250

Ｈ29

10,889

47.9

788

1

40

Ｈ30

10,999

47.2

833

2

45

Ｒ1

10,796

46.7

765

3

55

Ｒ2

未発表

47.4

未発表

5

582

現状把握の方法

工業統計調査

ハローワークの
職業紹介状況に
よる（管内就職者
/就職者全数）

工業統計調査
（粗付加価値額/
従業者数）

実績による

誘致企業調査に
よる

実績
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戦略の指標2

指標

品質管理検定受検
申込者数及び合格
者数（人）

（市内企業）

※検定は年１回、９
月開催予定
※合格者数は総合
計画指標

製造品出荷額
（億円）
※総合計画指標

岩手県南技術研究
センターなどとの共
同研究数（社）
※総合計画指標

岩手県南技術研究
センター試験分析
件数（件）
※総合計画指標

地域企業の新規雇
用者数（人）

地域内発型産業の
起業件数（件）

誘致企業数（社）
（再掲）
※総合計画指標

新規雇用者数（人）
（誘致企業による）
（再掲）

事業所数（社）
（従業者4人以上）
※総合計画指標

戦略

１．ものづくり
人材の確保と
育成

２．地域企業
の技術力・経
営力強化

３．地域内発
型産業の振興

４．企業誘致
の推進

５．工業を支え
る環境（基盤）
の整備

指標の説明

品質管理能力の
向上を示す指標

市内企業の生産
状況を示す指標

高い品質を求め
る姿勢の高まり
を読みとる指標

地域企業の雇用
状況を示す指標

企業間連携によ
る新たな事業展
開や起業状況を
読みとる指標

就労の場の確保
を示す指標

就労の場の確保
を示す指標

就労の場の確保
を示す指標

現況
（現計画策定時）

Ｈ23～28年度
までの受検申込
者数累計
1,359人

（市内企業）

Ｈ23～28年度
までの合格者数
累計
677人

（市内企業）

Ｈ26年度
2,117億円

Ｈ27年度
３社

Ｈ27年度
905件

Ｈ27年度
417人

Ｈ27年度までの
累計
５件

Ｈ24～Ｈ27年度
累計 ４社

Ｈ24～Ｈ27年度
累計 121社

Ｈ26年度
253社

目標
（R3）

受検申
込者数
累計

2,090

合格者
数累計

1,160

2,200

5

900

420

5

10

250

280

Ｈ29

1,503
(144)

727
(50)

2,092

3

1,143

410

0

1

40

252

Ｈ30

1,589
(86)

755
(28)

2,095

3

1,273

415

0

2
(1)

45
(5)

250

Ｒ1

1,690
(101)

789
(34)

1,884

10

1,125

375

0

3
(1)

55
(10)

250

Ｒ2

開催
中止

開催
中止

未発表

33

1,117

331

0

5
（2）

582
（527）

未発表

現状把握の
方法

検定受検実績に
よる

工業統計調査

研究機関などへ
の実績調査によ
る

岩手県南技術研
究センター実績
による把握

ハローワークの
職業別常用有効
求人・求職対照
表による

アンケート調査
などによる

実績による

誘致企業調査に
よる

工業統計調査

実績

※（　　）内は単年度実績
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一関市工業振興計画アンケート調査結果

◎１　企業の現況

問１　貴社の概要についてお伺いします。
（業種）　※複数回答あり

（従業者数）

問２　貴社が経営面で困っていることは何ですか。【複数回答可】

（資本金）

19
0
0

1
1
1
1
1
1
1
2

3
4
4

5
6

7
12
12

13
13

14
15

18
18

0 5 10 15 20
その他
未回答
家具

飲料・飼料
石油
ゴム
皮革
非鉄

はん用機械
業務用機械

化学
情報通信機械
パルプ・紙

印刷
電気機械

鉄鋼
木材

プラスチック
生産用機械

窯業
輸送用機械

金属
繊維

食料品
電子部品・デバイス

事業所

4
0
1

10
12
13
19
19
23
28

38
42

63
74

82
97

0 20 40 60 80 100

その他
放射性物質への対応

為替相場の変動（円高・円安）
感染症流行や災害による部品供給や納入先の操業停止

納期
安全対策

他社との品質競争
資金調達
技術開発

後継者の確保
原材料・消耗品の高騰
他社との価格競争

施設や設備の更新整備
仕事、受注量の減

人材育成
人材確保

事業所

■調査対象　一関市内製造業 ■調査時期　令和３年２月
■発送数　326事業所 ■回収状況　167事業所 ■回収率　51.2％

300人以上
（8事業所）

5％

200～299人
（1事業所）
1％

100～199人
（14事業所）

8％

50～99人
（29事業所）

17％

30～49人
（23事業所）

14％
20～29人
（27事業所）

16％

10～19人
（17事業所）
16％

5～9人
（24事業所）

14％

1～4人
（14事業所）

9％

3億円以上
（10事業所）

6％
1億円～3億円未満
（11事業所）

7％

1000万円～1億円未満
（96事業所）

57％

300～1000万円未満
（36事業所）
22％

300万円未満
（10事業所）

6％

未回答
（4事業所）
2％
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一関市工業振興計画（令和4年度～令和8年度）

ＢＣＰを策定していますか。 　ＢＣＰを策定していない理由を教えてください。
　（策定していない事業所のみ回答。）

（策定している事業所のみ回答。）
策定しているＢＣＰの見直しについて教えてください。

問４　貴社において、急いで解決しなければならない課題や今後検討していかなければならない課題
　　　などがありましたらご記入くだい。

問３　市では、これまで、「ものづくりの技術力（品質）」をポイントに施策を展開してきました。
　　　貴社で今後、必要なことはどのようなことだとお考えですか。【複数回答可】

問５　市では、岩手・宮城内陸地震及び東日本大震災の被災及び新型コロナウイルス感染症拡大などを踏まえ、
　　　ＢＣＰの策定が必要になるものと考えております。貴社のＢＣＰへの取り組みについて教えてください。

・人材確保
・人材育成
・生産性、品質、生産技術の向上
・コロナ禍でのマーケティング対応
・生産設備の導入、更新
・新製品、新技術の開発
・他社製品との差別化
・受注先の新規開拓
・安定した受注

・経営体質の改革
・コスト削減
・二酸化炭素削減
・作業員の高齢化、技術継承
・物流システムなどのサプライチェーン構築
・ふるさと納税への柔軟なマーケティング
・地域のニーズに合致するビジネスの検討
・知名度アップ

2
9

20
21

31
34

57
57
62

90
90

0 20 40 60 80 100
海外への工場の進出
海外からの仕事の受注

地域内企業ネットワークの構築
環境対策

情報受発信力の向上
研究開発力の向上
市場開拓力の向上

コストダウン
品質の向上

生産技術の向上
人材育成能力の向上

事業所

策定している
（48事業所）

29％

未回答
（1事業所）

0％

策定していない
（118事業所）

71％

見直しの予定は無い
（7事業所）
15％

策定後初めて見直しを
行う予定（時期未定）
（20事業所）

42％
策定後初めて見直しを
行う予定（1年以内に）
（3事業所）

6％

定期的に見直しを
行っている
（18事業所）

37％

策定の仕方が分からない
（27事業所）

25％

策定の必要性がない
（10事業所）

9％

策定に係る費用や人材が
不足している
（37事業所）

34％

対応マニュアル的な
ものがある
（14事業所）

13％

その他
（7事業所）

6％ＢＣＰがわからない
（14事業所）

13％
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問６　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、貴社で新たに取り組んだ業務内容は何ですか。【複数回答可】

問７　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、現在の貴社での課題・不安は何ですか。【複数回答可】

◎２　企業活動における一関市の環境整備

問９　市の社会基盤（都市機能）について、整備が必要なことは何ですか。【複数回答可】

問８　一関市で操業していて、他の市町村と比べ環境整備が遅れている又は充実してほしいことはどのようなこと
　　　だとお考えですか。【複数回答可】

11
11
15
17
18
23
23

69
88

0 20 40 60 80 100
その他

高等教育機関が少ない
産業支援施設が充実していない
情報通信網の整備が遅れている

行政の協力、支援が少ない
道路整備が遅れている

社会基盤（都市機能）が劣る
優秀な人材が得にくい

若者が少ない

事業所

2
3
3
5

12
13
13
16
18
18
19

24
24

30
35

39
39

0 10 20 30 40 50

その他
鉄道輸送網
電力供給
工業用水

介護福祉施設
工業用地
下水道
住宅

幹線道路網
託児所

幼稚園・保育所
インターネット接続の光通信網

病院
廃棄物処理
娯楽施設

技術教育機関
商業施設

事業所

24
4
8
8
10
16

33
57

92

0 20 40 60 80 100
その他

業態転換
セキュリティーシステムの導入

非常事態に備えた事業継続計画（ＢＣＰ）等の作成
社内決裁の見直し（押印不要など）

時差出勤（フレックスタイム、業務始終時刻の変更など）
テレワーク・在宅勤務

会議開催の見直し（時間短縮・参加者を減らす）
Ｗｅｂ会議

事業所

2
2

10
12

20
20
27
30
31
36

46
46

72
102

0 20 40 60 80 100 120
その他

支援相談窓口
マスク・消毒（アルコール）・衛生資材等の不足
外国人人材の入国制限による人材不足の影響

資材・部品の納入遅延
休業補償制度

資金繰りへの不安
雇用の確保

給付金・補助金支援制度
感染による風評被害の影響

従業員の休業に伴う生産能力の減少
国内外への出張制限
受注減による生産調整

自社等で感染者が出た場合の対応

事業所
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◎３　取引の状況

問10　貴社の受注額について、おおよその割合を教えてください。

一関市以外の県内の企業（親会社除く）からの受注一関市内の企業（親会社除く）からの受注

県外の企業（親会社除く）からの受注 外国の企業（親会社除く）からの受注

親会社からの受注

問11　貴社において、一関市内または一関市近隣に必要又は取引したい業種がありましたら、教えてください。
　　　【複数回答可】

8
8

13
18
18
21

27
33
36

44
47

0 10 20 30 40 50

その他
評価・分析を実施する業者

社員教育機関
リサイクル業者（製品の再生）

自社製品の販売を委託する商社や代理店
運送会社

廃棄物処理業者
素材・材料・原料メーカーやその代理店

部品メーカーやその代理店
生産設備などの装置・設備関係のメーカーやその代理店

特にない

事業所

61～80％
（10事業所）

6％

81～100％
（14事業所）

8％
41～60％
（7事業所）

4％
21～40％
（14事業所）

9％

0～20％
（122事業所）

73％

61～80％
（22事業所）

12％

81～100％
（50事業所）

28％

41～60％
（26事業所）

15％

21～40％
（18事業所）
10％

0～20％
（61事業所）
35％

61～80％
（2事業所）

1％

81～100％
（19事業所）
12％

21～40％
（2事業所）

1％

0～20％
（144事業所）

86％

61～80％
（4事業所）
2％

81～100％
（1事業所）

％
41～60％
（10事業所）

6％

21～40％
（26事業所）

16％

0～20％
（126事業所）

75％

61～80％
（2事業所）

1％

41～60％
（2事業所）

1％
21～40％
（1事業所）
1％

0～20％
（162事業所）

97％



59

◎４　企業誘致・ネットワーク等

◎５　技術開発・共同研究・産学官連携

問15　貴社の主な事業内容について教えてください。

問16　貴社において、どのような分野の研究・開発に取り組んでいきたいとお考えですか。（複数の回答あり）

問14　企業間の連携やネットワークについて、どのような分野で連携を行っていきたいとお考えですか。
　　　【複数回答可】

問12　今後、市が企業を誘致する際、どのような業種に力を入れて、企業の誘導をはかるべきとお考えですか。
　　　【複数回答可】

問13　企業間の連携や業種を越えた取組について、どのようなことが必要でしょうか。【複数回答可】

4
5
8

18
20
21
24

28
32

40
47
47
50

0 10 20 30 40 50

繊維関係
ＢＰＯ関係（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）

化成品関係
金属関係

食料品関係
物流

素材製造関係
環境関係

医療福祉関係
半導体関係
ＩＴ関係

電気・電子・機械関係
自動車関係

事業所

6
11

20
37

42
45

53

0 10 20 30 40 50 60
工業関係団体の再編・統合

さらなる同業種間の連携や交流
他地域の工業関係団体との連携や交流

特定畜産業との連携や交流
特定の企業間の連携強化

さらなる異業種間（農林業除く）の連携や交流
一関市全域の企業が参加する連携ネットワーク

事業所

2
12
13
14

18
26

38
42

49

0 10 20 30 40 50

その他
共同仕入れ

連携の必要はない
ワークシェア
共同物流
産廃処理
情報発信

生産工程の一部
製品や商品の共同開発

販路開拓（共同商談会も含む）

事業所

11
8

17
23

43
61

0 10 20 30 40 50 60 70
その他

研究開発・製造部門がある
営業、製造部門がある

管理、営業、研究開発、製造部門がある
管理、営業、製造部門がある

製造部門のみある

事業所

7
12

18
18
21
22

47
47

0 10 20 30 40 50
その他

量産化に向けた、実証試験に取り組みたい
新製品をつくるための基礎的な研究に取り組みたい

基礎から実用化に向けた、試作などの実用性の研究・開発に取り組みたい
親会社又は本社で研究開発を行っており、市内事業所では必要がない

研究開発の必要がない
製品の品質を高めるための技術開発に取り組みたい
製品のコストを下げるための技術開発に取り組みたい

事業所
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問17-1　貴社では産学官連携に取り組んでいますか。【複数回答可】

問17-2　令和２年度の共同研究の件数と共同研究の費用について教えてください。

◎６　事業拡張・新事業展開・産業支援機関等

問20　新規に土地や建物を取得し事業を拡張する際、行政からどのような支援が必要と思われますか。
　　　【複数回答可】

問18　貴社において、共同研究を行った場合や今後行う場合、課題となったこと（共同研究を実施す
　　　るに当たり苦慮していること）を教えてください。【複数回答可】

問21　現在行っている事業以外に新たに事業を展開する場合や、事業を起こした際、行政や支援機
　　　関から、どのような支援が必要と思われますか。【複数回答可】

問19　貴社では新事業展開や事業拡張に取り組むお考えはありますか。【複数回答可】

2
2
3
4

15
19

115

0 20 40 60 80 100 120
本年度、他の企業と共同研究を実施した

本年度、公設試験機関などと共同研究を実施した
本年度、大学と共同研究を実施した
本年度、高専と共同研究を実施した
令和２年度の共同研究の実績はない

令和元年度以前に共同研究をしたことがある
今までに共同研究を行ったことがない

事業所

2
19

59
68
79

111
168

0 30 60 90 120 150 180
その他

道路や水道などのインフラの整備
各種手続きなどの情報提供

融資に関する助成
空き工場、空き倉庫、遊休土地などの紹介

土地、建物、機械設備等取得費用に対する補助金
固定資産税の減免

事業所

7
13
15
16

23
29

41
42
44
45

75

0 20 40 60 80

財務経理労務関係
特許・知的財産所有権の相談支援

広告・宣伝などの支援
コーディネーターの配置

共同研究先や技術指導などの支援
事業計画やビジネスプラン作成

マーケティング・販路・販売・営業支援
受発注先紹介・業務提携の支援
資金調達や金融面での支援

法手続き関係
補助金などの支援制度の紹介支援

事業所

6
11
18

38
54

68
98

110

0 20 40 60 80 100 120
その他

移転し、拡張したい
現在地での用地拡張をしたい

事業規模を拡大したい
新規分野に進出したい

新製品開発に取り組みたい
設備を更新したい
計画や予定はない

事業所

2
5
6
8

18
58

0 10 20 30 40 50 60

大学と共同研究する際守秘義務等の契約で苦慮した
研究者との意思の疎通

国などへの申請書の書き方が分らなかった
共同研究を行う大学などが見つからなかった

費用の調達に苦慮した
進め方がわからない

事業所

件数 費用（万円）
2 100
2 100
1 100
2 40
1 100
1 250
9 690

繊維

計
金属

電子部品・デバイス
プラスチック
生産用機械

業種
食料品
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問23　貴社におけるＩＴ技術者の状況について教えてください。

◎７　人材育成・雇用関係

問24　貴社において令和３年６月頃までに中途採用の見込みはありますか。

問25　貴社の令和３年春の新規採用予定は現在どのように考えていますか。

現在のＩＴ技術者の雇用状況について教えてくだ
さい（必要と考えている場合のみ）

問22　産業支援施設等で、貴社が利用したい又は拡充して欲しい分析機器や測定機器などがあればあげてください。

・栄養成分測定機
・3次元測定器
・凍結融解試験機
・電子機器の校正機器
・細菌分析装置
・ゲル浸透クロマトグラフィー（ＧＰＣ)
・プレス機（外国人技能実習生の検定試験の対応）
・オージェ

・工業用X線ＣＴスキャナー
・ＦＩＢ加工
・ＧＣ－ＭＳ（ガスクロマトグラフィー質量分析）
・製紙関連（定量・定性分析）
・三次元ＣＡＤ
・鉄筋の破断検査（ヘッドバー）
・水平型引張試験機

ＩＴ技術者の必要性についてどのように
お考えですか

ＩＴ技術者の確保についてどのように進めていくのか
教えてください（必要と考えている場合のみ）

3
1

8
16

48
49

56

0 10 20 30 40 50 60
その他

臨時・アルバイト
期間雇用
パート
未定

正社員
なし

事業所

2
2
5
8

31
34

93

0 20 40 60 80 100
その他
高専

短大・専門学校
大学・大学院

未定
高校
なし

事業所

未回答
（5事業所）

3％

未回答
（3事業所）

3％

未回答
（13事業所）

13％

不要もしくは
現時点では不要
（65事業所）

39％ 必要と考えている
（97事業所）

58％

雇用している
（27事業所）

28％

雇用していない
（67事業所）

69％

業務を外部に
委託する

（33事業所）
34％

現在雇用している
従業員の中で
育成を行う
（38事業所）

39％

ＩＴ技術者を
雇用する

（13事業所）
14％
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問26　貴社における平成29年３月の新規高卒者の離職状況について、教えてください。

問27　令和２年度中、貴社では、希望する人材（新卒者、中途採用）が確保できましたか。

問30　外国人雇用の考えがあるか、教えてください。

問31-1　貴社の人材育成の状況について教えてください。

問29　貴社において、新卒者以外の方を中途で採用する場合、採用者にできるだけ身に付けておいて
　　ほしい事項がありましたら教えてください。（複数の回答あり）

・企業のＰＲ活動
・給与、福利厚生の見直し
・学校訪問、地域企業の出前授業
・インターンシップ、会社見学会
・若者が定住したいと思うまちづくり
・合同企業説明会
・ホームページ、求人サイトの活用

・求職者への技能訓練、講習の拡充
・就職面談会の回数増
・実習生雇用に対しての補助金
・高専とのネットワークづくり
・人材紹介会社の費用負担補助
・地元就職率の向上策

問28　希望する人材を採用するためには、どのような施策が必要と考えられますか。

3
3
4
5
5
8

32
97

離職率は20~30％未満
離職率は30~40％未満
離職率は40~50％未満
離職率は10~20％未満

離職率は50％以上
離職率は10％未満
離職者はいない

新規高卒者の採用は行わなかった

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
事業所

8
46
49

58

0 20 40 60 80
求人を上回る応募があったが、適当な方がみつからなかった

希望どおりの人材が確保できた
求人をしていない

求人を行ったが、応募者がなかった

事業所

8
1

15
36

44
44

82

0 20 40 60 80 100

その他
基本的なビジネス英会話
品質管理に関する基礎知識

ワード・エクセルなどのパソコンの基本操作
ビジネスマナー

作業内容の基礎知識、経験
コミュニケーション能力

事業所

6
7

22
56

75

0 20 40 60 80

未記入
人材育成に取り組む必要がない
十分に人材育成ができている

人材育成に取り組みたいができていない
人材育成を行っているが十分ではない

事業所

未記入
（6事業所）

4％

外国人の雇用は考えていない
（122事業所）

73％

外国人の雇用を考えている
（12事業所）

7％

既に外国人を雇用している
（27事業所）

16％
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問32　貴社において、どのような階層向けの外部研修が必要と思われますか。【複数回答可】

問33　貴社において、従業員を派遣するとしたら、どのような外部研修が必要と思われますか。【複数回答可】

問34-1　貴社における障がい者の雇用状況を教えてください。

問34-2　障がい者を雇用している（する）際の、課題などがあればご記入ください。

・施設等の改修（バリアフリー）
・業務内容のマッチング
・コミュニケーション
・通勤手段

・会社側（従業員）の理解
・支援制度の充実
・スケジュールの工夫

問31-2　人材育成が十分ではない。人材育成に取り組みたいができていないのは、どのような理由
　　　　　からでしょうか。【複数回答可】

12
7

24
41

99

0 20 40 60 80 100

その他
市内でどのような講習会をしているのか分からない

近くで実施されている適当な講習会がない
費用的な問題から人材育成に取り組む余裕がない
時間的な問題から人材育成に取り組む余裕がない

事業所

6
18
22
26

47
58
59
60

65

0 20 40 60 80
その他

取締役など経営者向け
工場長クラス向け
特に必要はない
新入社員向け

入社後３～５年程度の若手社員向け
課長級・グループリーダーなどの管理者向け

入社後５～１０年程度の中堅社員向け
係長級・チームリーダー向け

事業所

5
3
3
4
4
5
7
7
10
13
15
16
17
19
22
25
25

50
51
51

62
69
70

0 20 40 60 80
その他

3.4.以外のＩＳＯ関係
知的財産所有権

英会話
組込みソフト

構造・熱などの設計解析
簿記

材料・素材
分析技術

ＩＳＯ14001関係
パソコンの操作研修

三次元ＣＡＤ
コンプライアンス

新入社員指導者研修
メンタルヘルス
ＩＳＯ9001関係

加工技術
新入社員研修

管理・監督者研修
生産管理

安全衛生関係
現場改善
品質管理

事業所

未回答
（4事業所）

2％

雇用していない
（雇用義務なし）
（105事業所）

63％

雇用している
（58事業所）

35％
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◎８　行政の支援施策

問35　貴社において、行政から発信した方がよいと思われる情報について教えてください。【複数回答可】

問36　行政に対してどのような支援策を望まれますか。【複数回答可】

問37　一関市の工業振興に向けて、ご意見やご要望、ご提言等ございましたらご記入願います。

・大型の企業誘致があれば一関地域もより発展ができると思う。企業誘致の取組みに
　期待している。
・地元企業の他市町村への工場移転などがないよう対応してほしい。
・インフラ整備を充実させてほしい。
・市からの情報をメールでタイムリーに知らせてほしい。
・市外の業者へ発注した設備等について、市内の製造業者が製作、据付等に参入でき
　る仕組みを検討してほしい。
・車両のＥＶ化で必要な半導体、電子部品の国産化は必須。国内回帰の流れもあること
　から、その工業振興を検討してほしい。
・参考のため市内の優れた企業の情報を流して欲しい。
・企業の情報交換の場を設け互いに模範とする項目を持ちたい。
・子育て世代の若者が安心して暮らせるまちづくりが重要。
・地元企業の需要を喚起する企業の誘致を望む。
・行政と企業が一緒に元気になれるような施策をお願いしたい。
・農業ビジネス、新規小規模事業などへの支援があればよい。

6
18
18

28
28

35
58
58

67
69

100

0 20 40 60 80 100
その他

産学官金連携
工業用地の紹介

技術開発・共同研究
空き工場情報
受発注の情報

人材育成
市内製造業の情報

研修会・セミナー情報
人材確保

補助金・優遇支援制度

事業所

5
11
14
16
18
21
25

37
41

52
55

77

0 20 40 60 80
その他

土地利用規制の手続き
工業用地の確保・開発
展示会への出展支援

研究開発や技術革新の支援
技術的・専門的資格取得に関する支援

企業の情報発信力支援
金融面の支援

受発注等取引の支援
人材育成の支援
税制面の支援

人材確保の支援

事業所
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計画策定の経過

期　日

令和３年
４月27日

６月11日

６月29日

７月16日

８月２日

９月２日

10月８日

10月27日

11月５日
～11月30日

11月10日

11月18日

12月13日

12月21日

令和４年
２月９日

№

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

内　容

委員・メンバーの委嘱、計画の策定方
法・スケジュール・考え方等の協議

課題の整理、基本理念・基本方針(案)
の検討、工業振興戦略の検討

課題の整理、基本理念・基本方針(案)
の協議、工業振興戦略の協議

工業振興戦略の検討、推進事業の検
討、指標の検討

構成骨子の協議、工業振興戦略の協
議、推進事業の協議

指標の検討、計画の構成の検討

計画（案）の検討

計画（案）の検討

計画（案）について説明

計画（案）について説明

計画（案）について説明

計画（案）の検討

会議等

第１回工業振興計画策定委員会・
同委員会ワーキンググループ会議

第２回工業振興計画策定委員会
ワーキンググループ会議

第２回工業振興計画策定委員会

第３回工業振興計画策定委員会
ワーキンググループ会議

第３回工業振興計画策定委員会

第４回工業振興計画策定委員会
ワーキンググループ会議

第５回工業振興計画策定委員会
ワーキンググループ会議

第４回工業振興計画策定委員会

パブリックコメント募集

人材育成に係る関係機関会議

一関商工会議所工業部会

市議会産業建設常任委員会

第５回工業振興計画策定委員会及
び第６回工業振興計画策定委員会
ワーキンググループ会議

工業振興計画の決定
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一関市工業振興計画策定委員会委員名簿

氏　名

荒　木　信　夫

佐　原　正　人

佐々木　清　輝

大　浪　友　子

太　田　貴　子

小　岩　惠　子

葛　西　敏　雄

宍　戸　万貴子

髙　橋　政　智

三　浦　栄　久

千　葉　亜希子

熊　谷　敬　子

小田嶋　次　勝

菅　野　佳　弘

栃　丸　　　浩

熊　谷　郁　夫

役　職

委員長

副委員長

委　　員

備　考

一関工業高等専門学校
校長

SWS 東日本株式会社
総務部次長

三光化成株式会社
常務取締役

株式会社亀の子せんべい本舗大浪
代表取締役

株式会社大武・ルート工業
常務取締役

有限会社三協金属
代表取締役

不二家乳業株式会社
営業管理部長

共栄フード株式会社
業務担当サブチーフ

東里工業株式会社
代表取締役

株式会社オヤマ
システム管理課係長

株式会社門崎
常務取締役

株式会社丸光製麺
専務取締役

公益財団法人岩手県南技術研究センター
執行理事 所長

一関商工会議所
参事

一関公共職業安定所
所長

岩手県県南広域振興局経営企画部
産業振興室長

（敬称略）
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一関市工業振興計画策定委員会ワーキンググループメンバー名簿

氏　名

八重樫　裕　之

小野寺　正　寿

川　堀　真　俊

藤　澤　博　明

加　藤　裕　二

菊　地　　　正

船　山　賢　治

鈴　木　明　宏

荒　濱　清　一

千　葉　文　信

山　田　　　綾

役　職

リーダー

サブリーダー

メンバー

備　考

一関市商工労働部
部長

一関市商工労働部
次長兼工業労政課長

株式会社一関ＬＩＸＩＬ製作所
総務課長

日本端子株式会社
総務課副長

インテグラン株式会社
常務取締役

公益財団法人岩手県南技術研究センター
総務部長

一関商工会議所
事務局長

一関工業高等専門学校
校長補佐（地域連携担当）  地域共同テクノセンター長

岩手県県南広域振興局経営企画部産業振興室
観光商業・食産業課長

一関市商工労働部工業労政課
課長補佐兼工業係長

一関市商工労働部工業労政課
主査

（敬称略）
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一関市工業振興計画策定委員会設置要綱

　（設置）
第１　一関市工業振興計画（以下「計画」という。）の策定に関し、広く情報を共有し、意見交換等を

行う組織として、一関市工業振興計画策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。
　（所掌事項）
第２　委員会は、計画の策定に関する事項について、意見又は提言を述べるものとする。
　（組織）
第３　委員会は、委員16人以内をもって組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
　(1)　企業に在職する者
　(2)　知識経験を有する者
　(3)　関係機関等の職員
　(4)　その他市長が必要と認める者
　（任期）
第４　委員の任期は、１年以内とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者　

の残任期間とする。
　（委員長及び副委員長）
第５　委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選とする。
２　委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を

代理する。
　（会議）
第６　委員会は、委員長が招集する。
　（意見の聴取）
第７　委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
（ワーキンググループ）
第８　委員会に、所掌事項の検討及び協議を行うための組織として、一関市工業振興計画策定委員会

ワーキンググループ（以下「ワーキンググループ」という。）を置く。
２　ワーキンググループは、リーダー、サブリーダー及びメンバー13人以内をもって組織する。
３　リーダーは商工労働部長を、サブリーダーは工業労政課長をもって充てる。
４　メンバーは、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
　(1)　企業に在職する者
　(2)　知識経験を有する者
　(3)　関係機関等の職員
　(4)　市の職員
　(5)　その他市長が必要と認める者
５　リーダーは、会務を総理し、会議の議長となる。
６　サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、そ

の職務を代理する。
７　ワーキンググループは、必要に応じてリーダーが招集する。
　（庶務）
第９　委員会及びワーキンググループの庶務は、商工労働部工業労政課において処理する。
　（補則）
第10　この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定

める。
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